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付議事件は下記のとおりである        

 日程第３ 一般質問 
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              午前１０時００分 開議 

議長（小坂智徳君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位４番、道法知江さんの登壇を許します。 

２番（道法知江君） 第３回定例会一般質問を行います道法知江です。 

 １、新型インフルエンザ本格流行と本市の取り組み。 

 国内の新型インフルエンザの発生が広がり、ついには沖縄、神戸、名古屋と死者も出て

きました。 

 全国的に感染は広がり、糖尿病や呼吸器疾患などの持病がある方の死亡例や重症例の報

告が相次ぐ一方で、入院患者の中でも健康な人や未成年者などが大半を占めることが改め

て確認され、だれもが重症化のリスクを持つと警戒されています。新学期も始まり、これ

から冬にかけて集団感染の拡大が懸念され、学校現場での対策も急がれます。本格的な流

行が予想より早く始まった新型インフルエンザに甘い予見は通用しません。厚生労働省

は、８月２８日、国内における新型インフルエンザの予想される患者数の推計を発表、罹

患率を２０％、例年の季節性インフルエンザの２倍程度とした場合、最高で１日当たり約

７６万人の患者が発症し、ピーク時の入院患者は４万６，０００人に上り、患者総数は罹

患率２０％で何と約２，５００万人となる計算です。感染の早期発見や急拡大の防止に本

市がどのように取り組むのか、想定外をなくし冷静な対応が求められていると思いますの

で、以下の点をお伺いいたします。 

 （１）本市における国、県や医療機関と連携した情報共有や機動的連携体制についてど

のような準備が進められていますか。 

 （２）重症化しやすい高齢者や妊婦、乳幼児ら高リスク者対策について。 

 （３）高齢者の多い介護、福祉施設での集団感染を防ぐ対策についてお伺いします。 

 （４）学校現場、保育現場での予防策や流行が起きた際の取り組みについてお伺いいた

します。 

 （５）基本的予防のための市民、地域、事業者への啓発活動についてお伺いいたしま

す。 

 ２、求められる万全の市政対応。 
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 これまでの日本は自民党一党の優位体制が続き、一貫して政権を握り続け、そのもとで

地方政治の確立、発展、そして改革が行われてきました。しかし、第４５回衆議院議員選

挙で民主党が圧勝し、日本は政権交代という政治の大きな節目を迎えることになり、それ

はそのまま自治体運営にも市民生活にも直接影響してくることになります。 

 こうした時代の大きなうねりの中で、市民福祉の増進に向けて市政のかじ取りをどのよ

うに行っていこうとされているのかお伺いいたします。 

 （１）市長は民主圧勝、自民大敗、そして政権交代という今回の衆議院選挙の結果をど

のように受けとめられておられますか。 

 （２）今回の衆院選の特徴の一つに、全国自治会や指定市長会が各党のマニフェスト、

特に地方分権改革に関する評価などで積極的な発言やかかわりが注目されました。市長は

こうした首長の動きをどのように認識されていますか。 

 （３）新政権の税制の焦点は、ガソリン税などの暫定税率を廃止、公共事業の見直し、

削減で高速道路の無料化の財源に充てるとしています。都市基盤整備や道の駅はどうなる

のか。補正は凍結すると言われた鳩山代表の発言で、超高速ブロードバンドの整備も含む

本市における今後の影響はどのような心配がありますか。 

 （４）民主党のマニフェスト、製造業派遣の原則禁止で失業者がふえるとエコノミスト

の多くが一層の雇用悪化を懸念しています。雇用が失われれば個人消費が落ち込み、企業

業績を圧迫する悪循環に陥りかねません。本市でも好評を博した４月に発売された１億円

に続き、１１月に予定されている２億２，０００万円のプレミアム商品券の発売方法につ

いては、個人消費の伸び悩みの中、一人でも多くの方に購入していただくために限度額、

発売時間帯の検証はどのようにされるのかお伺いいたします。 

 ３点目に、地球温暖化は待ったなし、低炭素社会への道筋、地球温暖化問題の深刻化で

個人レベルでも環境意識が高まる中、ことし１月に政府の補助金制度が復活、１０月１日

から県内の主要スーパーマーケットやドラッグストアでレジ袋の無料配布を中止、有料化

する取り組みや、１１月１日からは太陽光発電の新たな買い取り制度がスタートします。

これには、太陽電池の製造から販売、施工に至るまで非常に幅広い企業などがかかわるた

め大きな経済効果が見込まれ、すそ野の広い雇用効果も期待できます。太陽電池の４月か

ら６月期の国内向け出荷量が前年同期比８２．５％増の過去最大となったことが太陽光発

電協会の調べで明らかになり、用途別では９割以上を個人住宅向け発電システムが占めら

れています。 
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 そこでお伺いいたします。 

 個人住宅で太陽光発電を設置されている件数と、これまで補助金制度を活用された件

数、金額、近隣市町との比較を教えてください。今後、補助金をふやすことや公共の建

物、企業における太陽光発電の普及を進めるお考えはありますか。また、道の駅（仮

称）、給食センターと建設準備が進む背景に太陽光発電の導入は考えられなかった理由を

教えてください。 

 本年は、本庁舎に大規模な緑のカーテンがつくられ、庁舎を訪れた方から庁舎に来るた

び涼しさを感じる、非常によいことだと大変に好評です。壁面に垂らしたネットにゴー

ヤ、アサガオなどつる状の植物をはわせた自然のカーテンは太陽の熱を遮るだけでなく、

植物の気化熱を利用し、屋内の室温を下げる働きがあります。 

 この夏、学校や公共施設で実施された緑のカーテンは何カ所ありますか。これに子供た

ちも参加されていますか。市民と一緒になって進めるためにもコンクールを実施できるよ

うに提案をいたします。環境教育には生命を大切にする心を生み出す力があります。この

ことが、人づくり、地域づくり、未来づくりにつながっていきます。環境を守ることは平

和を守ること、自然との対話の中から強く生き抜いていく喜びを若い世代に伝えていきた

いと思います。市長のさらなる環境施策に対しての強い見解をお聞かせください。 

議長（小坂智徳君） 順次答弁願います。 

 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 道法議員の質問にお答えをいたします。 

 １点目及び２点目については私が、３点目については副市長がお答えをいたします。 

 まず、１点目の御質問についてでありますが、インフルエンザの流行を乗り越えるには

市民一人一人の徹底した感染防止対策の実施が最も必要とされております。市民の皆様に

は、手洗い、うがい、せきエチケットなどの基本的予防法について新型インフルエンザが

流行した当初から広報、市ホームページで状況の変化が見られるたびにお知らせするなど

して対応をお願いしているところであります。 

 ８月下旬に広島県においてインフルエンザの流行開始の目安となる一医療機関当たりの

患者数が１．０を上回り、本格的な流行が始まっているとされております。近隣市町にお

いても流行が確認されており、本市においても流行を避けることはできない状況と考えて

おります。地域レベルにおける感染防止対策の実施には、地域の流行状況をできるだけ早

期に把握する必要があることから、インフルエンザの市内の集団発生や流行の兆しを早期
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に察知するため、週報による広島県内の流行状況や竹原地域医師会が独自に毎年実施して

いるインフルエンザ流行状況把握調査等の情報を共有し、広島県、医師会等の関係機関と

連携をとっているところであります。急激な感染拡大による地域医療崩壊や重症患者の増

加を防ぎ、市民生活への影響を最小限にとどめるため、状況に応じた臨機応変に対応でき

る感染防止対策に努めてまいります。 

 次に、重症化しやすい高齢者や妊婦、乳幼児ら高リスク者対策については、社会全体で

感染拡大を極力抑えることが大切であり、国の高リスク者に対する優先的なワクチン接種

が行われますが、引き続き市ホームページ、広報にて感染防止対策の啓発を行ってまいり

ます。高齢者が多い介護、福祉施設での集団感染を防ぐ対策については、新型インフルエ

ンザに罹患する重症化しやすい基礎疾患を持つ人が多い施設なので、関係機関に対し国、

県の情報提供を行うとともに、基礎的予防法の徹底、インフルエンザ症状があれば医療機

関を早く受診するようお願いしております。 

 学校現場、保育現場での予防策や流行が起きた際の取り組みについては、学校、保育現

場において基本的予防法の徹底並びに竹原地区医師会と連携のもとに臨時休校等の目安を

定めております。 

 基本的予防のための市民、地域、事業所への啓発活動については、市ホームページ、広

報において引き続き感染防止対策の啓発に努めてまいります。 

 次に、今回の総選挙はこれまで以上に政策が前面に出た選挙ではなかったかと思います

が、一方で国民の間に広がった不安感、閉塞感あるいは時代の不透明感という背景の中、

恐らく多くの国民の方の現在の政治を何らかの形で変えていきたいという気持ちが反映さ

れた選挙ではなかったかと感じているところであります。 

 今回の総選挙に当たって、全国知事会や指定都市市長会が地方分権に関するマニフェス

トの評価を行うなど、こうした取り組みが少なからず各党のマニフェストづくりに影響を

与え、地方分権というテーマが一つの争点となったことについては我々地方自治体の立場

からいたしましても意義のあることではなかったかと考えております。 

 民主党は、マニフェストにおいて地域主権の確立、地方の自主財源の大幅増、国と地方

の協議の場の法制化などを明記しております。これらについては、地方の意見に十分配慮

しながら早急に具体化し、真の地方分権改革が実現されることを強く求めるものでありま

す。民主党のマニフェストにおいて、特に地方財政に直接的に影響があると考えられる主

なるものとしては、自動車関連諸税の暫定税率廃止やひもつき補助金の廃止による一括交
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付金制度の創設などが掲げられておりますが、現時点では暫定税率廃止に伴う減収分の代

替措置やひもつき補助金の定義が示されていないなど、地方財政の全体像が明らかにされ

ておらず不透明な状況にあります。こうしたことから、民主党のマニフェストに係る詳細

な制度の内容等については不明な点が多く、現時点では本市にどのような影響があるのか

予測しがたい状況にあります。 

 また、新政権においては、既存予算の組み替えや税制の見直し、新年度の予算編成や政

策決定プロセスの見直しなど、これまでの仕組みや手法の変更を表明されておりますが、

現時点においてはそれらがどのようになるのか、まだ具体になっていない状況でありま

す。したがって、今後の全国市長会や地方六団体が行う国と地方の協議の動向なども踏ま

え、こうした国の動向について十分見きわめた上で、必要な施策の実施や予算の確保など

本市の行財政運営に支障が生じることのないよう適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、プレミアム商品券についてでありますが、伸び悩んでいる個人消費の拡大、促進

を図る目的で実施しているものであり、４月に発売しました商品券につきましては、地元

店５５％、大型店４５％と、地元店で使用された割合が大きく、市内での消費拡大、促進

に大いに役立ったものと考えております。 

 こうした中、１１月に発売予定のプレミアム商品券につきましては、より多くの消費者

への購入促進を図るため、総額２億２，０００万円に増額したものであり、商品券の購入

限度額並びに発売時間帯につきましては市民の御意見等を踏まえ、実施主体である商工会

議所と協議をしてまいります。 

 以上、私からの答弁といたします。 

議長（小坂智徳君） 副市長、答弁。 

副市長（友久秀紀君） それでは、３点目について私のほうからお答えをいたします。 

 住宅用太陽光発電システム等普及事業及び補助金制度についてでありますが、地球温暖

化防止と緊急経済対策を兼ねて、国が一般家庭への太陽光発電の普及、拡大に乗り出し、

平成１７年度に廃止した補助金制度を平成２１年１月に復活いたしました。また、平成２

１年１１月からは、家庭の余剰電力を電力会社が高値で買い取る新制度が創設されまし

た。広島県も住宅用太陽光発電システムの設置及び省エネ改修による実効性のある地球温

暖化防止対策の着実な推進及び住宅関連の経済需要の創設に積極的な市町に対する補助制

度として、１件７万円の補助を平成２１年１１月より平成２３年度まで実施することとな
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っております。竹原市においては、平成１２年度から平成１７年度まで、国の補助額の３

分の１、上限４キロワットで実施しておりましたが、国の補助金制度が平成１７年度に廃

止されたことにより本市も廃止をいたしました。 

 これまで竹原市で太陽光発電システムを設置している家屋は平成２０年１０月末現在で

１５３件となっております。そのうち補助金を活用された件数は４５件、金額は３４４万

２，０００円であります。近隣市町の設置件数及び補助金額の状況ですが、三原市は平成

２０年度の件数は６９件、補助額は約９４０万円であります。東広島市は平成２１年６月

より補助制度を再開されております。また、大崎上島町においては補助制度を設けておら

れません。 

 今後におきましては、個人住宅用太陽光発電システムの設置に対しての補助制度は、

国、県、他市の状況を勘案し、再開に向けて検討してまいります。また、公共の建物、企

業における太陽光発電の導入については調査検討してまいりたいと考えております。 

 道の駅と給食センターの太陽光発電の導入についてでありますが、道の駅たけはらの新

築工事に伴い、太陽光パネルの設置に関し、イニシャルコスト、ランニングコストの検討

の結果、地球環境に優しいが発電能力に対してのコストが非常に高いことから採用を見送

ることとしたものであります。また、竹原給食センターについても同様に見送ることとし

たものであります。 

 しかしながら、太陽光発電などについては、新エネルギーの開発や国の支援制度など動

向を注視しながら情報収集に努め、今後も検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地球温暖化対策の取り組みとして、緑のカーテンを実施した施設につきまして

は、公共施設では市庁舎、福祉会館の２カ所、幼稚園、小・中学校施設は８カ所、公民館

は１カ所、公立保育所は４カ所で、計１５カ所であります。今後の環境施策につきまして

は、今年度環境基本計画の策定に向けて、現在環境審議会委員の皆様に竹原市における望

ましい環境像、各環境分野の基本目標、環境全般にわたる基本的な環境目標等、議論をい

ただいております。また、具体的な施策については庁内各課で作成中であり、来年２月ご

ろには策定することとしております。 

 市民の健康で文化的な生活を確保するとともに、低炭素社会の実現を初め、自然環境、

生活環境の保全等を図り、持続的発展が可能な循環型社会の構築のため、環境と経済の両

立を実現するための施策の推進を図ってまいります。 

 以上、私からの答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 議長から許可を得ましたので、再質問を行ってまいりたいと思いま

す。 

 その前に、議長から許可を得ております１枚物、Ａ４のものと、それとその倍のＡ３の

１枚だけ、これを持たせていただきたいと思います。 

 ただいまインフルエンザ対策のことを一番最初に質問をさせていただきました。きの

う、広島市内でも２校の学校が学級閉鎖、また学年閉鎖をされたというふうなニュースが

入っておりました。現在、竹原市では罹患者は何名いらっしゃいますでしょうか。 

 それと、感染防止対策ということがるるお話をされているんですが、どうもちょっとわ

かりにくい。一貫して具体的な対策がないことが非常に問題ではないかなと。１番から５

番までの質問の中で具体的な対策ってことがよくわかりません、理解できません。そのこ

との質問を再度させていただきたいと思います。 

 まず、その２点をお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 竹原市内の新型インフルエンザの罹患者が何名かという御

質問でございますが、県の西部東保健所、竹原地区医師会等の罹患者等の数字をお伺いさ

せていただくんですが、竹原市内に限って何人かという数字っていうのは明確な数字は現

在出ておりません。 

 それと、具体的な対策といたしまして、今先ほど市長のほうが答弁申し上げましたよう

に、基本的な予防対策といたしまして飛沫感染、接触感染等の対策を今後啓発していきま

して感染拡大の防止に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 確かに今おっしゃるように、竹原の保健所は西部東保健所になるっ

ていうふうに言われておりました。しかし、竹原市内で新型のインフルエンザ、これが発

生されているかどうかもわからないっていうことだと思います。そういうことなんですか

ね。それから、インフルエンザ全体の数もわからない、竹原市における。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 竹原市内で保育所とか学校とか何人か発症されております

が、竹原市内で全体何人かという全体の数っていうのはちょっと把握しておりません。 
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議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） そうしますと、対策も何もないんではないかなというふうに思うん

ですよね。竹原市内において人数的に全然掌握できてないということは、次の段階のじゃ

あ対策っていうことが具体的に審議されるのか、ちょっとその辺がよく理解できません。 

 私、調べさせていただきまして、これ保健課長言われるように、西部東保健所での現在

に至るまで第３６週の現段階なんですけれども、非常に多い数字が上がってます。全国を

定点当たりということで、定点医療機関、定点医療機関っていうのは患者の報告数が定点

当たりで１．２２とした患者数１４０となり流行の目安として１．０を上回ったというこ

とで、いわゆる定点ということの割合として１週間当たり何人が罹患されているかってい

う数なんですけども、広島市では１．６２です。呉市では１．０８、福山市では０．５

６、何と竹原市、東広島市、豊田郡では４．５０、こういう数が出ております。こういう

危機感が、県平均ですと１．４５です、県内では１．４５、全国平均でも２．６２。私た

ちの住む竹原市の中が４．５０と圧倒的に数字が高いわけです。この圧倒的に数字の高い

中で、竹原市の中でＨ１、Ｎ１の新型インフルエンザに罹患されてる方がわからないとい

うことは一体どういうことなのでしょうか、明確にお答えください。 

議長（小坂智徳君） 学務課長、答弁。 

教育委員会学務課長（亀井伸幸君） 恐れ入ります。学校現場のほうの状況につきまして

報告させていただきます。 

 現在、竹原市内の学校現場で新型インフルエンザと思われるとされます罹患者は、いわ

ゆる出席停止を受けた子供は４名ございます。県が基準にしております７日間のうちに同

一学級の中で２名以上発生しますと集団発生ということになりますが、これらはそれぞれ

期間を置いて発生しておりますので、集団発生という形では理解しておりません。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 学校現場ではわかったんですけれども、福祉施設とか介護施設とか

高齢者施設あると思います。また、それ以外の方の掌握は福祉保健課のほうでは、福祉部

局としては掌握をされていないということになるのでしょうか。再度お伺いしたいと思い

ます。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 福祉部局のほうで施設のほうからの新型インフルエンザの
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罹患という報告は入っておりませんが、保育所のほうで２名の方が新型インフルエンザに

疑われるんじゃないかというのがありました。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 新型Ｈ１、Ｎ１の罹患者が竹原市にはいるという、最低でも６名は

いるというふうなことが今わかりました。それに伴いまして、例えば保育施設で子供さん

が保育施設に通っててなった。これは福祉施設だから社会福祉課のほうに問い合わせをす

るのか、また学校関係なので学校のほうに、担任の先生に問い合わせをするのか、そうい

うこととか、また市民の方から高い熱が出たと、そうなったときにすぐに病院に行くほう

がいいのか、また自宅待機をするべきか、電話をして最寄りの医療機関に問い合わせをす

るほうがいいのか、そういったまず入り口の段階からの説明をお聞かせいただきたいと思

います。 

議長（小坂智徳君） 社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（大宮庄三君） 保育施設につきまして、先ほど福祉保健課長が申し上げた

とおり、２施設においてそれぞれ１名ずつのインフルエンザの患者が発症しております。

これは集団発症ではございませんので、集団発生の場合は新型かどうかという特定をされ

るそうですが、集団発生でございませんので、Ａ型のインフルエンザという確認にとどま

っておりますが、受診した医師の所見によれば現在そういうことで、今の状況からいって

ほぼ新型であろうというような意見もいただいておるところでありますが、それぞれの当

該児童につきましては、治癒いたしまして現在保育所に通っておると、こういった状況で

あります。 

 それから、インフルエンザが発症した場合においてということでありますが、９月３日

付で福祉事務所長名で保育所に通っております保護者に対して新型インフルエンザについ

てのお知らせを改めて出させていただきました。これまで、うがいとか手洗い等の励行に

ついて保育所だより等で保護者への啓発を行っておったところでありますが、改めて今日

の状況を踏まえまして新型インフルエンザについてのお知らせを出したところです。 

 その中で、問い合わせ先といたしましては社会福祉課施設係のほうへ問い合わせをして

くださいということでありますし、またお願いしたことにつきましては、３７度５分以上

の発熱があった場合にはインフルエンザに対する対応のため、この３７度５分の発熱であ

った場合というのは保育所で熱があると思われて検温して、それで３７度５分があった場
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合には直ちに保護者のほうへ連絡いたしますよ、それでその対応をお願いしますねという

こと。それから、毎朝検温していただいて、熱がある場合は病院を受診して保育所を休ま

せてくださいと、こういうお願いをいたしております。 

 それから、複数の児童が発症した場合におきましては、学級閉鎖または園の閉鎖をする

ことがありますというお願いにしております。御承知のとおり、保育所というのが保育に

欠ける児童を預かっておる施設でございます。そういった意味で、保護者の就労やさまざ

まな課題の保障という観点があるわけでありますが、そのこととインフルエンザの蔓延を

防ぐという両側面の中で適切な判断をしてまいりたいと思っております。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 確かにＡ型インフルエンザというふうに言われて、そこからさらに

新型のＨ１、Ｎ１かどうかということの検査に関しては、あくまでも患者さん自身が検査

をしたいということを申し出ないと、金額的にも莫大な金額だというふうに伺っておりま

す。まだまだ蔓延する可能性もあるということです。 

 沖縄のほうが非常に大変な状況だったということを聞きましたので、これお話しさせて

いただこうと思います。 

 現状は、数多くのインフルエンザの患者が医療機関に来院し、救急病院を中心に年末年

始のような忙しさが継続、特に休日、夜間は救急病院に患者が集中した。これに対策とし

ては、医師会所属の医療機関に休日、時間外診療を依頼済み。２点目、現状は医療機関に

おける電話での問い合わせも多いため、電話対応に人員がかかれざるを得ない状況であ

る、この対策として沖縄県看護協会からのボランティア参加を要請し、基幹病院における

時間外相談の実施をしている。３点目に、重症患者を治療している子供病院などＩＣＵに

おける患者増加により、ＩＣＵにおいて術後、対応が必要な手術などが待機状態になって

いる。この対策として、人工呼吸器の使用状況を把握する新型インフルエンザ小児医療情

報ネットワークを構築した。こういうふうに沖縄のほうでは混乱のさなかではありますけ

れども、対策に乗り出している。これは、厚生労働省のホームページに載っております。

こういうことは国はきちっと出されていると、ましてや県のほうも出されている。しか

し、竹原市の西部保健所においては掌握もさながら、具体的な対策っていうのが一体どう

なのかというのを私は非常に心配をしております。 

 例えば、この答弁書の中のところなんですけれども、新型インフルエンザが流行した当

初から広報、市のホームページで現況の変化をお知らせしている、またワクチン接種など
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のことについても引き続き市ホームページ、広報にて感染防止対策の啓発を行っている。

最後のほうに、基本的予防のための市民や地域事業所への啓発活動については、市ホーム

ページ、広報において引き続き感染防止対策の啓発を努めていると。何と、私の一つの質

問の新型インフルエンザ本格流行の本市の取り組みについてとお伺いしている中に、３カ

所も広報、市ホームページでお伝えしている、ホームページや広報でお伝えしてるんだか

ら、あとは御自分自身の健康管理に留意していただく以外ないと、まるでこのような、ち

ょっと答弁書の中にも非常に竹原市の現状をかいま見るような文書ではないかなというふ

うに私は率直に思いました。 

 もう一度お聞きいたします。 

 臨機応変に対応できる感染防止策というのは、一体どういうことになるのか。そして、

文章に書いてあります基礎的予防法の徹底というのは、どこでどのようにされるのか。そ

して、高リスク者に対する優先対策、これはどういう対策をとるのかということを聞いて

おります。済みません、もう一度お聞きしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 状況に応じた臨機応変に対応できる防止策の質問でござい

ますが、先ほど議員さん御指摘ありました沖縄県でありましたように、患者発生が拡大し

ますと医療機関なり市民生活にも支障を来すっていうふうな状況になりますので、患者発

生のスピードを緩やかにするために、せきエチケットなど基本的予防法の徹底など啓発な

どを行ってまいりたいと考えております。 

 それと、基礎的といいますと、先ほど申しましたように飛沫感染、接触感染など感染拡

大につながらないような対応を市民の方々にしていただき、適切な対応を行ってまいりた

いと考えております。 

 高齢者などの対策でございますが、先ほど市長が答弁申し上げましたように、大変イン

フルエンザに罹患すると重症化しやすい基礎疾患を持ってる方が多く入所されてる施設な

どで、国、県などの対応等の情報を提供するとともに、インフルエンザ症状があれば医療

機関に早く受診するようにお願いしておるところでございます。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 何遍聞いてもちょっと同じような状況の御回答ですので、皆様の手

元のほうに議長の許可を得まして出させていただきました。竹原市のホームページ、答弁
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書によりますと、市の広報、ホームページをごらんになってください。市のホームページ

ではたったこれだけなんですよね。たったこれだけしか書いてないです。 

 それと、おっしゃいました広報たけはらも見させていただきました。９月の広報たけは

ら、一行もインフルエンザのことを書いてないです。 

 それと、そうはいっても保健センターのほうは一生懸命頑張っていただいてるので保健

センターのほうにも行かせていただきました。探しました、どこにポスターとか掲示され

てるのか。一生懸命探して探して、やっと１枚見つかったのがこのＡ３の新型インフルエ

ンザのこと、常識の範疇の内容しか書いてありません。実態的にはこういう実態なんだと

いうことを見ました。本当に厳しい状況だなと思います。危機感というのがどうなのかと

いうことをすごく感じます。 

 もう一つ、次から次へと非常に心配なことなんですが、例えば市のホームページを開け

る人はいいと思います。どこかで広報を見られる方はそれはわかると思います。しかし、

視覚障害の方とかコミュニケーション能力の低下されてる方っていうのが最近非常にふえ

ております。そういう方に対するお知らせというのは、注意喚起というのはどのようにさ

れるのか、これを１点お伺いしたいと思います。 

 ちなみに、身体障害者の交付手帳を持っていらっしゃる方なんですけれども、竹原市は

視覚障害の方が何と１００名いらっしゃいます。そして、あらゆる障害の、障害者だとい

うことの障害別になってますけれども、障害手帳を交付されて持ってらっしゃる方が１，

６９２名もいらっしゃいます。あわせて、ホームページ、パソコンが使える方は一体じゃ

あ何人ぐらいいらっしゃるのか。例えば、竹原市にお住まいの６０歳以上の方は１万１，

９２９人いらっしゃいます。そして、６５歳以上の方は９，３２１名いらっしゃいます。

８月３１日現在のこの数になります。１万人近い方が高齢者の方がいらっしゃるという実

態です。６５歳以上の高齢者の方は９，０００人いらっしゃる。この方がホームページを

開いて、そして県のほうにリンクしてくださいなんていうことまでできるのかということ

です。ちょっとその点についてお伺いしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 現在竹原市内の視覚障害者の方が手帳を持っておられる方

で１００人ほどいらっしゃいます。視覚障害者に対しての広報等の啓発でございますが、

声の広報といたしまして広報の点字版及び録音テープを発行いたしまして、視覚障害者に

対して無料配付をさせていただいております。また、高齢者の方々に対しても事あるごと
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に、保健センターが今健診事業なり保健事業で高齢者等の相談事業、健診等を行ってい

る、そういったその都度その都度、こういうインフルエンザ基本対策について啓発等を行

っておるところでございます。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） コミュニケーション能力のない方、低下されてる方っていうのもい

らっしゃると思います。広報を市民の皆さんに配っているので、それをごらんになってい

ただければというふうなことかと思うんですけども、配っているのと実際に見ているとい

う、認識していただいてるというのでは大きな隔たりがあるのではないかなというふうに

思います。 

 また、それ以外に、例えばほかにどのように市民にお伝えできるのか。例えば民生児童

委員の方、自治会とか公衆衛生協議会とか事業所、学校等、そういった形でしかないと思

うんですけども、何かほかに方法はありますでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 福祉保健課長、答弁。 

福祉保健課長（前本憲男君） 先ほども答弁させていただきましたように、保健センター

で行います健診ですか、こちら、妊婦の方とか訪問指導とか、４カ月から５カ月児、９カ

月から１０カ月児、１歳半児、３歳児健診等の健診でお母さん方に啓発をいたしまして、

また６５歳以上の健康相談、栄養教室などで手洗いの励行、せきエチケットの基本的予防

法の徹底をお願いしているとこでございます。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 独居老人の方とか情報がなかなか伝わりにくい方、こういう方に関

してのこれから、例えばそういう方が罹患されたと、そうなったときの自宅への食料の手

配はどうなるのかとか、これ市民の皆さんの声です。職員の方が罹患した場合はどうする

んですか。それから、人が集まる場所、９月２７日はふくし健康まつりが竹原ではござい

ます。そういった人がこれからたくさん集まる場所はどうなんでしょうか。敬老会等は、

東広島の高屋は今回は自主的に見送りを決定したとか、そういった具体的な例も出てくる

と思ってます。市民の方から不安をいただいております。一日も早く、もう一度対策とい

うものをきちっと練り直していただきたいなというふうに思います。 

 例えば、子供さんの、小児に対する脳症の兆候というのは非常に危険だというふうに書
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いてありますので、あわせて学校関係を通しましてもう一度、再度徹底をお願いしたいと

思います。 

 東広島のホームページも取り出したんですけども、東広島のホームページ、まだ３枚ぐ

らいのつづりで絵も書いてあってよくわかりやすくなってました。ちょっと竹原市と非常

に比べていただいたらどういうことなのかなというふうに思いますので、しっかりと担当

部局で医療機関におけるいろいろ新型インフルエンザ等の今後心配される点、１０月から

ワクチンということもあります。そのワクチンは一体どういうものになるのか、どういう

順序で接種されることが始まるのか等を事前に調査しながら、事前にいつ来ても体制をし

っかり整えてると言っていただけるような担当課であっていただければなというふうに思

っております。 

 いずれにしましても、たくさんの御答弁、再度答弁していただきまして本当にありがと

うございます。刻々と状況は確かに変化してるこの新型インフルエンザです。大変な御苦

労をしていただいてると思いますが、引き続き厚生労働省、また県の連携を密にして的確

な情報を市民に提供していただいて、重篤の方とか死亡者の発生が未然に防げるように市

として総力を挙げて取り組んでいただきますことをお願いしたいと思います。 

 第２点目の質問をさせていただきます。 

 第２点目なんですけども、民主政権の求められる万全の市の対策について質問をさせて

いただきました。その答弁の中のところから行かせていただきたいと思います。 

 私ども公明党も去年の夏から死に物狂いの戦いをさせていただいてたんですが、皆様か

ら本当にたくさんの御支援をいただきましたが、民主党圧勝ということに力及ばず、しか

しながらまた原点に戻って捲土重来の思いで再びまた頑張ろうというふうに決意を固めさ

せていただきました。 

 そこで、民主政権が竹原市におけるいろいろさまざまな問題ということが今後発生し得

るのではないかということが予測された上で原稿を書かせていただいております。暫定税

率が廃止されると市費、合わせて歳入で幾らの減額になるのか、ちょっとお聞きしたいと

思います、その１点。 

 そして、子ども手当が２万６，０００円の現行をするというふうに民主党は言われてお

ります。児童手当、国、県、市の負担割合と仮定すると幾らぐらいの負担増になるのか、

このこともお聞きしたいと思います。 

 それと、２１年度分の子育て応援特別手当の実施も予断を許さない状況になっているの
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ではないか。 

 このことについて、まず３点お伺いしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 財政課長、答弁。 

財政課長（谷岡 亨君） 失礼します。 

 自動車関連諸税の暫定税率の廃止に伴う歳入減の見込みということでございます。民主

党のマニフェストにそのような暫定税率の廃止ということが掲げられております。これの

地方財政への影響が懸念をされるというとこでございます。本市の２１年度の予算をもと

に、仮に廃止をされた場合と仮定した状態での試算をしますと影響額、約７，２００万円

程度ではないかという試算をしております。ただ、この暫定税率廃止に伴う廃止だけでは

なくて、代替措置というようなことも今現在触れられておりません。それから、マニフェ

ストの中では地方の財源というのも大幅に移譲するというようなことも書かれておりま

す。そういったことで、地方財政全体の姿という形では、まだどのような姿になるかとい

うことにおいては不確定要素が多いというところでございますので、この数字だけでこれ

が即影響があるというようなところはまだ判断できないものというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 現行の児童手当と民主党がマニフェストで言われておりま

す子ども手当の制度について変わった場合の影響についてということの御質問でございま

す。 

 まず、子ども手当につきましては、ゼロ歳から１５歳まで所得制限を設けずにすべての

児童に支給する、２２年度については１万３，０００円、２３年度以降については２万

６，０００円というような情報程度を聞いております。それの負担割合等についての具体

的なものはまだ示されておりませんので、この影響を比較するということは非常に難しい

ことではありますけども、現実に現制度と新しく施行される制度については、いわゆる３

年間、中学生についての人数がふえ、額もふえるということで、単純計算ではできますけ

ども、今そこのところの計算はいたしておりませんが、約８００人程度受給者がふえると

いうことを把握をさせていただいております。 

 それと、現在児童手当については、原則国の負担割合につきましては、国、県、市、そ

れぞれが３分の１を持つというような状況になっておりますが、その負担割合については

子育てのほうは示されておりませんので、大変申しわけないですが、今の答弁にさせてい
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ただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（大宮庄三君） 子育て応援特別手当平成２１年度版につきましては、経済

危機対策として幼児教育期の子育ての負担に配慮する観点から、本年１０月１日を基準と

しまして、３歳から５歳までの児童１人当たり３万６，０００円を平成２１年度に限り支

給するというものです。国庫１０分の１０の補助率で、国において補正の予算措置がされ

ておりますが、御質問のとおり、政権交代によって補正予算の見直しが報道されておりま

す。現在、子育て応援特別手当平成２１年度版につきましては、具体的な状況が明らかに

なっておりません。今後、国の動向を把握し対応を図ってまいりたいと思っております

が、本議会に計上いたしております補正予算につきましては、この手当の支給に係る事務

手続上の日程の関係から本議会に計上せざるを得ないと、こういったことでありますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと、このように思います。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） ２１年度分の子育て応援特別手当は３歳から５歳まで３万６，００

０円は支給される見込みだというふうに解釈をいたしました。 

 民主党のもちょっと心配な点があるんですけども、公務員制度の改革実施計画が２０１

１年から１３年、策定する方針を固めたと新聞紙上に書かれてありました。これによりま

すと、給与の引き下げとか大幅な人員削減ということが新聞で９月１４日の新聞に書かれ

てありました。国家公務員が約５７万５，０００人の給与引き下げは、同様の仕組みで給

与を改定する地方公務員約２９０万人への波及が必至だと。国や自治体の厳しい財政状況

を考えれば引き下げはやむを得ない面もあるが、国と地方の合計で３５０万人近くに達す

る公務員の給与引き下げは各家計の可処分所得を減らし、地域経済を冷え込まさせる要因

になりかねない。民主党の有力な支持団体である官公労が給与引き下げや人員削減に反発

するのも確実。特定の支持団体に配慮して政権公約の実現が中途半端に終わることになれ

ば国民の失望を招くというふうに中国新聞に書かれてありました。これは、国家公務員だ

けではなく、地方公務員にも及ぶ当然給与の引き下げ、または人員の削減ということが思

われると、懸念されてると思います。このことについて１点お伺いいたします。 

 それに、例えば雇用の悪化ということなんですけれども、与党である自民党、公明党で

緊急経済対策の中、雇用調整助成金というのを出させていただきました。その中で、助成

金の支給日というのが日数には３００日の上限が設けられております。しかし、不況が長
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く続いておりますので、この需要の回復がおくれれば本当に余力のない企業というのは雇

用の削減に追い込まれていくのではないか。エコノミストの多くも一層の雇用悪化を懸念

していると。民主党は製造業派遣の原則禁止という方針も派遣制度がなくなっても正社員

に登用されるのはごく一部との見解が多く、かえって失業者がふえてしまうことを危惧す

る声が多いと。企業の体力が低下している現状を見れば、最低賃金の引き上げも容易では

ない。さらに、４月から６月のＧＤＰの高成長を支えた公共事業が大幅に減ることになれ

ば、地方経済を支える建設業の経営は一層苦しい状況になるのではないか。また、この結

果として雇用が失われることになればＧＤＰの約６割を占める個人消費が落ち込み、さら

に企業業績を圧迫する悪循環になりかねない。ようやく底打ちの兆しが見え始めた経済を

再び悪化させる事態は断じて避けたい、避けなければいけないというふうに思うと思うん

ですが、このことについていかがお考えなのか質問させていただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 先ほど来、財政課長等も御答弁申し上げておりますとおり、全

体像としてはまだ我々も新聞記事等で情報を入手している状況でございます。当然、地方

公務員の給与というものは、基本的には人事委員会等を持たない、本市を含めた地方公共

団体については人事院勧告というものがそのよりどころになっておりまして、国の方針に

基づくそれらの動向というものが基本になるものというふうに考えているところでござい

ます。状況を踏まえた対応を今後進めていくというふうなことになろうかと思っておりま

す。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 政権が発足されましたらいろいろな事態が急激に起きてくるのでは

ないかというふうに思いますので、そのことも踏まえて、消費という、消費の拡大がどう

なのかっていうことがすごく心配されるところなんですけれども、２点目の最後のほうに

質問をさせていただいております、４月にプレミアム商品券が発行されて、４月２８日だ

ったですかね、わずか２時間４５分で完売されたということで、非常に市民の皆様も関心

を抱いております。これをまた１１月に行うということで、消費が冷え込むのではないか

という中、しかしそのプレミアム商品券のことについて、もうちょっと詳しく、答弁書で

はこれから検討しないといけないということを書いてあったんですけども、もう前回も何

回となくプレミアム商品券のことはどのように発売されるのかということを質問されてる

と思うんですが、回答では市民の御意見を踏まえ、実施主体である商工会議所と協議して
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まいるというふうに書いてありますが、市民の声というのは具体的に、例えば前回１０万

円までの限度額とされていた、しかし１０万円お金持って何回も何回も並んでる人もいた

よっていうようなこととかありますので、その限度額を三原だったですかね、５万円にす

るとか、そういうふうに半分にされるのか。また、発売時間帯に対してはどのように検討

していこうとされているのか、そのことを今主婦の皆さん、一生懸命財布の中身と、疲弊

していくであろう、厳しい情勢になるであろう経済の状況をかんがみながら、財布のひも

を調整しながら待っている状況なので、今現段階で希望的な見えるものをちょっと教えて

いただければなというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） 産業文化課長、答弁。 

産業文化課長（桶本哲也君） 失礼いたします。 

 ただいま議員のほうがおっしゃられましたとおり、４月に発売いたしましたプレミアム

商品券につきましては全体で２時間４５分で完売したというようなことで大変好評を博し

たというふうに私どもも思っております。その中で、市民からいただきました御意見とい

たしましては、発売日が平日ということでございましたので、仕事等により買いに行くこ

とができなかったというような御意見でありますとか、また市内６カ所で発売したわけで

ございますが、その中には３０分程度で完売したという発売所もございまして、他の発売

所へ回って買いに行かれたというような御意見等もございました。またそういった御意見

をもとに次回１１月に予定しておりますプレミアム商品券の発売に関しましては、より多

くの消費者の方に購入していただけるように、先ほど申されました購入限度額であります

とか発売日につきましても商工会議所とこれから協議をしてまいりたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） そうですね、わかり次第、できるだけ早く市民の皆様に周知をして

いただければなというふうに思います。 

 １点だけ、先ほどのるる、民主党の政権が変わったということで、いろいろな予算の組

み替えというのが行われるということの中で、１点だけ忘れてたことが、大事なことなん

ですけども、竹原市の超高速ブロードバンド整備のこと、これ１点聞き忘れておりまし

た。待望とする、各家庭においてもそうですし、企業の皆様にとってもそうですし、待望

とされていた超高速ブロードバンドの整備、これ事業費に係ると１３億９，５００万円か

かると、それが竹原市の補正予算債でいくと９，３００万円で、持ち出し分としてこれで
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済むということで、全員協議会のときに聞かせていただいております。この待望の待望の

超高速ブロードバンドの整備のことについては、市としてはどのようなスタンスで臨んで

いくのかお伺いしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 先日の全員協議会でもお話をさせていただきましたとおり、議

員さんのほうから御説明のありました今回の国の支援措置の中にあります公共都市臨時交

付金の占める割合というのは非常に大きく、我々にとって非常に有利であるという認識を

しております。実は、この交付金の決定についてはいまだなされていないのが状況でござ

いまして、この交付金の動向によりましては非常に我々としたら検討をしなければいけな

い状況になることもあろうかというふうに想定をしておりまして、慎重に対応してまいり

たいというふうに考えております。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 待ちの姿勢ではなく、ぜひ陳情とかどんどん進んで出て、ブロード

バンドの整備に向けて竹原市は何としても今必要なんだということを叫んでいただきたい

と思うんですが、このことについていかがお考えでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 議員御指摘のとおりでございまして、我々としてはこの環境整

備について、竹原市が悪く言えばブラックホールにならないように、当然施策としては進

めるべきというふうに考えております。繰り返しになりますけれども、国の支援スキーム

が確定されることを念じつつ、それにつきましては、今までも国、県を通じて要望もして

おります。これからもそういう機会がございましたら、そのように求めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） ありがとうございます。 

 それでは、最後の低炭素社会への道筋についてお伺いしたいと思います。 

 今、地球環境のことというのは、どこの何をいろんなところで声が上がってると思うん

ですが、地球と一体の自分っていうことをみんなが考えていかないといけない、そういう

ことを考えていかないといけない時代になってきてるのではないか。地球と一体の自分な

んだということを。 

 きょう１６日、中国新聞を見させていただきましたら、あっ中国新聞じゃない、ほかの
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新聞だったかも、新聞の中に国際オゾン層保護デーっていうのがきょう１６日に当たるそ

うです。英知を結集して地球環境を守らなくてはならないということを国際オゾン保存保

護デーという日に当たるそうです。ちょうど時を同じくして、私の低炭素社会への道筋の

ことを御質問させていただくのに何か時がぴったんこ合ったかなというふうに思うんです

が、何点かお伺いさせていただこうと思います。 

 まず、１１月から家庭の余剰電力が電力会社で高値で買い取りをしていただけるように

なったと思います。金額を教えていただきたいと思います。 

 それと、ほかの近隣市町の状況をお聞きさせていただいているんですけれども、東広島

市の回答がちょっと途中で終わっております。三原市は２０年度、件数６９件、東広島市

の補助制度の件数とか書かれておりません。近隣市町と比較したいのですけれども、回答

がされておりませんので、ここについて再度質問をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

 それと、道の駅と給食センターのことのところで、太陽光パネルの設置に関してイニシ

ャルコスト、ランニングコストの検討の結果、厳しいということだったんですけども、や

めた理由、具体的にランニングコストの差をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） まず、電力会社が買い取る制度の金額を教えていただきた

いということで、今現在２４円を倍額の４８円、１キロワットアワー当たり４８円という

ことであります。 

 それと、近隣の状況について、東広島市についての部分につきましては、別途補助が現

実に１２年で廃止をされておられて、２１年６月から再開されたということで実績をちょ

っと調べることができなかったということの状況ですので、御理解いただきたいと思いま

す。 

議長（小坂智徳君） 都市整備課長、答弁。 

都市整備課長（有本圭司君） まず、道の駅の太陽光パネルについての比較検討でござい

ますが、竹原市の敷地は北側に面しておりまして、地上面での設置は困難であったという

こと、また壁面での設置に関しましても、南側の壁では面積が確保できないということで

屋上もくしは屋根面での検討を行ってまいりました。 

 太陽パネルの大きさは、１枚ごとの長方形のモジュールというのがございまして、組み

合わせて最大面積にして策定をして、本施設で約１０キロワットのパネルが設置可能であ
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るというふうに検討をいたしてまいりました。 

 敷地の形状、また南側には国土交通省の建物が隣接しているということで、方角などの

規制が多くなるということでございました。その設置場所として、屋根あるいはかわら部

分への設置を選定して、その結果、方式の比較、イニシャルコスト――初期費用投資額で

ございます。それとあわせて、ランニングコスト――維持管理の検討の結果、地球に優し

い発電能力に対してのコストが非常に高くつくことで採用を見送ったわけでございます

が、その結果、おおむねイニシャルコストにつきましては、投資額が約１，７００万円ほ

どかかるということでございました。それから、ランニングコストにつきましては、５０

年を想定いたしまして、５０年を経過いたしますとやはり電池の耐用年数の交換等々がご

ざいまして、比較するとその中でも約２，５００万円ほど増額が見込まれるということで

見送りをいたしております。 

 以上でございます。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 非常にランニングコストの話をしていただいて、よくわかるようで

わからないなというふうに思うんですけども、どういった方向に今後向かっていくかとい

う、環境問題ということは絶対に外すことはできませんので、持っていくのかなというふ

うに思います。例えば、今回の補助金の中でも竹原市は補助金は出してなかったと思うん

ですけども、ほかの今言われた東広島はわかりませんて言われたんですが、６月１日から

やった件数では５７件、さらに当初予算で５７件、さらに補正で１１９件、トータル１７

６件が太陽光発電を設置された家屋があるということです。 

 一住宅では、１キロワット当たり、先ほど言われたように売電ということは４８円で

す。例えば、買い取り期間というのを今後１０年間というふうに見込んだ上で、新築住宅

に３．５キロワットの発電システムを取りつけた場合、導入費用は約１８５万円、国や自

治体の補助などで自宅で消費した電気代や余った電力を売った収入を加えれば、新制度で

は１０年程度で元が取れる計算になると、そういうことが新聞でも載っております。今

後、ますます一人一人が環境問題に積極的に取り組んでいかないといけないときに、市の

目指す方向性っていうのを最後のほうに、私も再度市長のほうにお聞きさせていただい

て、強い御回答をいただきたいというふうに思っておりました。 

 そこで、せめてそれではお金のかからない方法として何ができるかということで質問を

させていただいた、今回庁舎のところに張っております緑のカーテン、これで幼稚園とか
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いろいろな小・中学校で行っているというふうに聞きました。幼稚園、小・中学校の植え

つけは子供たちもされたのかお答えしていただきたいというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） 学務課長、答弁。 

教育委員会学務課長（亀井伸幸君） 幼稚園、小学校を含めまして８校報告させていただ

いておりますが、植えつけ面積といいますか、幅といいますのは、大体長いところで１教

室分あるいは５メートルから６メートルぐらいというふうに報告を受けております。子供

たちが当然参加してやっておりますけども、すべての全校生徒が取り組むというような実

態ではございません。総合的な学習の時間等を活用しまして、一部の学級、学年で取り組

んだというのが実態でございます。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 保育所について公立保育所が４カ所、アサガオ、ゴーヤ等

の植えつけを行っております。当然、児童と一緒に植えつけを行っておりますし、環境の

教育の一環としてそういうアサガオ、ゴーヤを育てるために、年長児童というんですか、

が毎日水やりをやるというような取り組みをされとるということを聞いております。 

 以上です。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） ありがとうございます。 

 子供たちの手で自然環境というのを学んでいくということは非常に大切なことになるか

と思います。 

 これは、一つ提案になるんですけども、お金をかけないで市民の皆さんが参加型の緑の

カーテンというのをいろんなところでやってみてはどうかというふうに思います。春に個

人とか団体等に苗をお配りしながら、希望者の方にはゴーヤとかニガウリとかヘチマとか

キュウリの苗をお配りして、出前講座とかそういったところで普及をし、市民と一緒にな

って進めていく、それを写真コンクールのような形をとったりすることはどうでしょう

か。なった実がさらに漬物をつけたりしながら、漬物コンクールとかキュウリの漬物をつ

くるとか、そういったことでさらに道の駅で販売するとか、そういった循環型の自然環境

豊かな竹原市がこういうことをしてるんだっていう新しい発想というのも大事ではないか

なというふうに思います。 

 話はちょっと戻りますけども、太陽光などの補助金をふやすこと、また公共の建物とか

で太陽光発電の普及を進めていこうという考えは今後おありになるのかどうか。せめて電
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球をＬＥＤに切れたところからかえていくとか、そういったお考えはあるか、１点お伺い

したいと思います。 

議長（小坂智徳君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） まず、最初のグリーンカーテンの取り組みにつきまして

は、市民生活課が事務局を担当しております公衆衛生協議会と忠海の東公民館で、その地

域でそういう取り組みをやってまいりました。その参加者につきましては、市民が約５０

名、小学生、またその他７名で、計７６名でアサガオ、ゴーヤを植え、エコ意識を高める

ことでそれを取り組んでまいりました。今回はその１地区ではありましたが、そういうこ

とも含め、今後地域活動を市内全体に広めていきたいと考えております。 

 それと、太陽光の個人住宅向けの補助の質問ではございますが、御答弁申し上げてると

おり、できるだけ早い時期に再開をするということで取り組んでまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 企業では、鉄鋼生産の高炉やすべての、竹原市もそうですけれど

も、火力発電所にＣＣＳと呼ばれるＣＯ２を地中に封じ込める技術を導入することになり

ました。竹原電発もそうです。そういったことで、企業も含む、また市民の皆様も巻き込

んで、ぜひ児童、子供さんに対しては環境教育や食物の関心も高まるということが教育効

果も期待できるのではないかなというふうに思いますので、循環型の教育とエコの町とい

うような形で、そういったスタイルで環境問題は検討していただきたいなと思います。市

長に一言そのことについて御答弁いただければなと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 議員御指摘の地球温暖化防止というのは国際的にも、また日本にお

いても最重要課題であると思います。経費の問題等々もありますけども、できることから

やるという提言の中では、今言われましたようなグリーンカーテン、あるいは小さなこと

では打ち水とかということもあります。そういったことにおきましても、市民に十分啓発

をしてまいらなければならないというふうに思っております。 

 また、太陽光発電あるいはＬＥＤの話でございますけども、太陽光発電の中でのパネル

はこれから刻々と技術革新が進んで、屋根とかというような話ではなくて、窓ガラスにも

張れるようなパネルが今開発をされておりまして、これからコスト面と技術革新で非常に

国民にとって利用しやすい、そういった社会になろうかというふうに思っておりますの
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で、先ほどのお話のように、我々が取り組む太陽光発電の助成制度につきましても、早急

に国、県もやっておるわけですから、我々も早急に再開をしてこの普及に努めてまいりた

いというふうに思っております。企業においても、先ほど言った応分のそれぞれの負担を

されるわけですから、我々市民もそういった意味で市の施策として環境、低炭素化の社会

へ向けて取り組みを進めてまいりたいと、このように思っております。 

議長（小坂智徳君） ２番。 

２番（道法知江君） 力強い御答弁ありがとうございました。 

 世界じゅうに大きな勇気と希望を送ったアフリカのケニア、ワンガリ・マータイさんの

言葉にあるんですが、地球環境問題の悪化が懸念されてる中、アフリカの緑を守るという

ことでグリーンベルト運動、皆さんも御存じのように木を１本ずつ植えていった、環境を

大事にする心をはぐくんでいった、ノーベル平和賞を２００４年にいただいております。

母と子が一緒に苗木を植えながら世界じゅうに勇気と希望を送っていったということがご

ざいました。また、ニュージーランドの先住民、マリオの英知の進言には、世界で最も大

切なものは何か、それは民衆だ、民衆だ、そして民衆だ、そういった言葉がございまし

た。このとおりになるように、今後の市政運営、選挙もございますけれども、市長選もご

ざいますが、このとおりになるように民衆が主体になるような市政を今後とも目指してい

ただきたいと思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。まことにありがと

うございました。 

議長（小坂智徳君） 以上をもって道法知江さんの一般質問を終結いたします。 

 午後１時まで休憩いたします。 

              午前１１時２８分 休憩 

              午後 １時００分 再開 

              〔議長交代〕 

副議長（稲田雅士君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位５番、松本進君の登壇を許します。 

１１番（松本 進君） 一般質問を行います。 

 １つは、国民健康保険の一部負担金、すなわち医療費窓口負担金減免の実施についてで

あります。 
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 厚生労働省は、ことし７月１日付で生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対

応について及びことしの７月１０日付で国民健康保険における一部負担金の適切な運用に

係るモデル事業の実施についてという通知を出しました。この通知は、昨年７月１０日に

厚生労働省がまとめた医療機関の未収金問題に関する検討会報告書の中で、医療機関の未

収入金は生活困窮と悪質滞納が主要な発生要因との指摘を受けて出され、１つには国民健

康保険の一部負担金減免制度、いわゆる国民健康保険法第４４条減免の適切な運用、２つ

目には医療機関、市国保担当、生活保護担当の連携によるきめ細かな対応で、一定程度の

未収金の未然防止が可能だとしています。 

 昨年秋以降の急激な経済不況による雇用破壊や所得の低下で国保税や医療費一部負担

金、いわゆる窓口負担金の支払いが困難な方が増加することが心配されています。全日本

民主医療機関連合会がことし３月発表した２００８年国保死亡事例調査では、国保加入世

帯の中で経済的事由により受診がおくれ、死亡に至ったと考えられる事例が２００８年の

１年間で３１件あったと報告しています。だれもが安心してかかれる医療保障の再生は急

務です。特に、具体的な対応として、高過ぎる国保税の引き下げ、無保険問題の解消と医

療費窓口負担の軽減は緊急課題であります。 

 そこで、市長に伺います。 

 １つには、国民健康保険法第４４条に基づく一部負担金すなわち医療費窓口負担金減免

の早急な実施を市に強く求めます。市長の御所見をお聞かせいただきたい。 

 ２つ目には、竹原市内医療機関の窓口で発生する未収金問題の現状把握と対策につい

て。 

 ３点目に、ことし７月１０日付厚生労働省通知は、生活に困窮する国民健康保険の被保

険者に対する対応については、医療機関、市町村の国保部局、福祉事務所等に国民健康保

険の保険税や一部負担金、医療費窓口負担金を支払うことが困難である被保険者が相談に

訪れた場合には、いずれの窓口においても必要に応じて一部負担金減免制度、生活保護制

度、無料低額診療事業などについて、十分な情報提供ときめ細かな相談ができるようにす

ることを指示しています。一部負担金減免制度を実施している広島市では、この制度のあ

ることやその手続の仕方などについて、丁寧に解説した文書を医療機関に配付させていま

す。竹原市の具体的な対応について伺います。 

 ２つ目の質問は、生活排水路の維持管理、浸水対策についてであります。 

 市民から要望が出される生活排水路の維持管理や改修工事は身近な生活環境に直結し、
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住民からすれば切実な問題ばかりです。竹原町吉崎新開の住民は、この生活排水路は私た

ち地区住民は使用していないが、私の家の裏側にあり流れが悪く、夏場は悪臭や蚊が発生

して大変です。窓もあけられないと切実な声が出されています。それに対して、市職員は

きちんと掃除をしてください。地盤沈下で流れが悪くなっているという対応がありまし

た。竹原町丸子山地区の住民は、丸子山地区排水路整備事業に伴い、批判や苦情が出され

ています。 

 そこで、市長に質問します。 

 １つは、生活排水路の計画的な維持管理には各家庭の排水経路や排水路の形状、改修工

事等の現況の把握が必要であります。私は、生活排水路の管理台帳を早急に整備し、計画

的な維持管理をする必要があると考えますが、どうでしょうか。 

 ２つ目には、低地の浸水対策について伺います。 

 ７月に大雨警報、注意報が出され、竹原市でも床下浸水等の被害が出ました。繰り返さ

れる低地の浸水被害は大雨だけの原因と言えるでしょうか。 

 そこで、市長に伺います。 

 １つ、竹原町多井新開地区、２つ、吉名町西条、３つ、新開地区土地区画整理事業区域

内、４つ目に宮原・大王地域、各市内の床下浸水の原因と抜本的な対策はあるのでしょう

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 ３番目に、皆実町排水ポンプ場と遊水地、吉崎新開のポンプ場と遊水地、北崎ポンプ場

と遊水地、毛木ポンプ場と遊水地、柏ポンプ場と遊水地について、各ポンプ場の排水能力

毎分何立方メートルの排水能力があり、時間降雨量何ミリの豪雨に対応できるのか、ポン

プがカバーする背後地の面積等です。また、各遊水地の貯水量、何立方メートルかと土

砂、ヘドロのしゅんせつ計画についてお聞かせいただきたい。 

 ４点目は、竹原町丸子山地区排水路整備事業についてです。 

 この事業は、賀茂川西側土手沿いにある暗渠の排水路が昨年陥没し、ことし２月の臨時

市議会で丸子山地区排水路整備事業が可決されました。事業費は１，２３１万５，０００

円、事業概要は地域生活基盤の安全確保として、集中豪雨や台風による低地部の浸水を防

止するため排水路を整備し、道路排水や宅内排水の機能を整備する工事を行うと説明され

ました。ところが、７月の大雨のとき、Ａさん宅の浄化槽、生活水が排水できなくなる事

態が起こりました。また、床下浸水で倉庫内の機械が浸水になりました。被害の住民の方

は４５年ここに住んでいるが、こんなことは初めてだ、古い暗渠の水路をつぶしたから
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だ、少しの大雨に道路や駐車場の冠水が繰り返される云々など、住民の不安や市の工事に

対する怒りが出されました。 

 そこで、市長に質問します。 

 １つ、市の丸子山地区排水路整備事業に伴い、住民の浄化槽、生活水が排水できなくな

ったのは、その住民の生活排水路の経路を十分調査しないで既存の暗渠排水路をつぶした

ことにあるのではないでしょうか。また、道路、駐車場の冠水が繰り返されるのは、既存

の暗渠排水路をつぶして別の排水路に流したため、流量不足が原因で起きているのではな

いでしょうか。私は、早急に既存排水路の土砂、ヘドロの撤去や十分な流量設計した抜本

的な排水路改修整備が必要と考えます。市長はどのように対応されますか、お聞かせいた

だきたい。 

 ２点目に、丸子山地区排水路整備事業の第２工区についてです。 

 当初予定の水路工事、Ｕ字側溝約６２メートル部分が中断されています。変更後の工事

は、現況水路を壊して、その下に暗渠の水路を自然流下に逆流する設計だと伺いました

が、本当でしょうか。 

 そこで、市長に質問します。 

 当初予定のＵ字側溝工事はなぜ中断されたのか。本気で問題を解決するための関係者へ

の働きかけ、関係住民を集めた説明会はなぜされないのですか。また、当初予定のＵ字側

溝の工事を変更する場合でも、変更後の水路工事は自然流下を選択するほうがよいと考え

ます。Ｕ字側溝の工事費は約７８万円ですが、変更後の工事費は幾らになるのですか。現

況の水路を壊して、その下に自然流下を逆流させる暗渠水路工事が将来を見通した適切な

工事と言えるのかどうか。この予定されている概算工事費用、土地買収を含めて伺いま

す。 

 また、暗渠排水路管の設計根拠、口径何ミリ、時間降雨量何ミリに対応し、安全率、こ

れらについても伺っておきたいと思います。 

 以上で壇上の質問とします。 

副議長（稲田雅士君） 順次答弁願います。 

 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 松本議員の質問にお答えをいたします。 

 １点目については私が、２点目については副市長がお答えをいたします。 

 まず、国民健康保険法第４４条に基づく一部負担金の減免の早急な実施についてであり
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ますが、我が国は国民だれもがいずれかの公的医療保険に加入し、負担能力等に応じ保険

料を出し合うことにより、疾病にかかったときには原則として一部負担金だけで治療が受

けられるという国民皆保険体制が確立され、国民の安心を確保しているところでありま

す。しかしながら、景気低迷による収入減や失業者が増加している状況であり、生活困窮

者に対するきめ細かな配慮が求められているのが現状であります。 

 このことを踏まえ、本市としても国民健康保険法の規定に基づいた一部負担金免除、減

額、徴収猶予について規則で定めておりますが、周知不足のため申請や相談の件数が極め

て少ない状況であります。一部負担金減免制度については、生活困窮等を理由とする被保

険者を救済する制度であることから、今後もこの制度を適切に運用するため十分な情報提

供を行い、きめ細かな相談対応ができるよう配慮していきたいと考えております。 

 次に、竹原市内の医療機関の窓口で発生する未収金問題の現状把握と対策についてであ

りますが、現在、竹原市内における医療機関の窓口で発生する未収金につきましては、件

数、金額、いずれにつきましても把握できておりません。しかしながら、この未収金の問

題は医療機関にとっては大変深刻な問題となっております。その解決策として現在取り組

んでいるのが、医療機関、窓口による各種制度についての説明であります。また、これま

でも制度改正や新制度等の周知については、県医師会や保険者を通じた情報提供を各医療

機関へ向けて行ってまいりました。 

 今後も引き続き制度の周知について徹底していく中で、生活困窮者について一部負担金

減免、生活保護の適切な運用等、各種制度の活用についてのきめ細かな相談を行い、未収

金の発生を抑制することにつなげていきたいと考えております。 

 次に、厚生労働省通知に基づく生活困窮者に対する対応についてでありますが、今回の

厚生労働省からの通知は、平成２２年度以降における一部負担金の運用改善に資するた

め、各都道府県が選定した市町村が平成２１年９月から平成２２年３月までを実施機関と

し、一部負担金減免制度及び保険者徴収制度の運用について実施状況の報告を行うモデル

事業であります。今回、竹原市は該当しておりませんが、この通知を受け、本市としても

一部負担金減免制度及び保険者徴収制度の運用について検討していかなければならないと

考えております。 

 医療機関の未収金は、生活困窮と悪質滞納が主要な発生原因であると厚生労働省の未収

金問題に関する検討会報告書で指摘されております。このような状況に対応するため、生

活困窮者が原因である未収金に関しては、一部負担金減免制度の適切な運用を図ることや
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医療機関、国保関係課、生活保護関係課が十分な連携を行い、きめ細かな対応を実施して

いくことで一定程度の未収金の未然防止につながると考えております。 

 また、悪質滞納による未収金に関しては、医療機関等が従来以上に回収の努力を行うこ

とを前提に、保険者においては保険者徴収制度を適切に運用することが被保険者間の公平

性の観点からも必要であると認識をしております。平成２２年度中には厚生労働省により

適切な運用が行われるよう一定の基準が示される予定であることから、これらを踏まえ、

今後は関係機関との緊密な連携と協力体制の確立を十分に図り、それぞれの責務を果たす

よう一層努力してまいります。 

 以上、私からの答弁といたします。 

副議長（稲田雅士君） 副市長、答弁。 

副市長（友久秀紀君） それでは、私のほうから２点目についてお答えをいたします。 

 ２点目の御質問についてでありますが、生活排水路など公共土木施設の維持管理につき

ましては、市民生活や経済活動に深刻な影響を生じることがないようパトロールによる日

常的な巡視や定期的な点検、施設や周辺環境の状況を把握し、異常や危険箇所を発見また

は予見した場合には、自治会等と連携をして適切な措置を行っているところであります。

御質問の管理台帳につきましても、実態を精査する中で適切に管理してまいります。 

 次に、大雨による浸水対策についてでありますが、近年の異常とも言える局地的な集中

豪雨による河川、水路等のはんらんにより浸水被害は多発傾向にあります。浸水被害の原

因としては、短時間の多量降雨により、河川、水路などの排水が処理し切れなくなること

により雨水が低い土地に流れ込み浸水被害を引き起こすことになると考えております。 

 浸水被害発生要因としては、河川の流下能力不足等による河川からの溢水による浸水、

河川堤防の決壊による浸水、海域及び河川への排水不良による内水位上昇による浸水、そ

の他道路側溝、水路等流下能力不足による浸水など、いずれの場合も異常気象による集中

豪雨によるものと考えております。 

 本市としては、この浸水被害を少なくしたり、未然に防ぐために防災体制の充実強化と

あわせて、自然災害に対する予防対策の推進や都市における排水機能の向上を基本方針と

して取り組んでいるところであります。 

 このため、総合的な治水対策としては、日常的な維持管理業務のほか、二級河川賀茂川

水系賀茂川治水計画の中で、県営事業により洪水時には洪水調整を行い、下流のはんらん

を防止するための仁賀ダムの建設及び河川改修の実施並びに二級河川本川水系本川につい
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ては、県営事業本川高潮対策事業として、高潮対策については防潮水門、防潮堤及び排水

機場を整備し、河口部の高潮被害の防止及び降雨に伴う洪水からの家屋浸水を防止し、そ

の後洪水対策として河道改修が計画されております。また、中心市街地につきましては、

内水被害を軽減するため、竹原市公共下水道整備による浸水対策の推進を図っているとこ

ろであります。 

 次に、各ポンプ場の排水能力と遊水地の貯水量についてでありますが、皆実ポンプ場の

排水能力につきましては、ポンプ３台で毎分６６立方メートル、浸水面積は５３ヘクター

ル、遊水地の貯水量につきましては、約１万３，０００立方メートルであります。吉崎ポ

ンプ場の排水能力につきましては、ポンプ２台で毎分８８立方メートル、浸水面積は５

１．５ヘクタール、遊水地の貯水量につきましては約９，０００立方メートルでありま

す。北崎ポンプ場の排水能力については、ポンプ２台で毎分１６．７立方メートル、浸水

面積は４．６ヘクタール、遊水地の貯水量については約２，５００立方メートルでありま

す。毛木ポンプ場の排水能力については、ポンプ３台で毎分１５２．４立方メートル、浸

水面積は３４ヘクタール、遊水地の貯水量については約３万５，０００立方メートルであ

ります。柏ポンプ場の排水能力については、ポンプ６台で毎分７２３立方メートル、浸水

面積は２５．８ヘクタール、遊水地の貯水量については約１万立方メートルであります。 

 土砂のしゅんせつにつきましては、堆積状況を勘案しながら対応してまいります。 

 次に、丸子山地区排水路整備事業につきましては、賀茂川大橋右岸側の一部が陥没して

いるとの情報があり、現地調査したところ堤防の陥没が発見されました。原因は地下４メ

ートルに位置する既設暗渠排水管が損壊したもので、その修繕方法としては既設暗渠排水

管が地下４メートルと深い位置にあること、また宅地が近接しているため、掘削工事など

原形復旧は困難であることから現地の状況に適した施工方法として流下方向変更案を採用

したところであります。 

 丸子山地区排水路整備事業第２工区につきましては、自治会及び地域との協議により、

当初は同意を得ておりましたが、実施の際、そのうちの利害関係者から同意を得ることが

できませんでした。そのため、現在実施の変更計画について検討をいたしておるところで

あります。 

 以上、私からの答弁といたします。よろしくお願いします。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） それでは、第１番目の国民健康保険、医療費の一部負担金の減免
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実施等について質問します。 

 これを質問しましたのは、昨今、大変厳しい経済状況の中でこういった医療費等、大変

厳しい、支払いが大変困難な状況が起こっているというお話も伺っております。そこで、

再質問になるわけですが、答弁の中に減免、一部負担金、医療費の窓口負担金の実施状況

を聞いておりましたが、答弁では周知不足のため申請や相談の件数が少ないんだという御

答弁がありました。 

 そこで伺いたいのは、ことしとか昨年度、一昨年度、何件ぐらい件数があって、その対

象、実施といいますか、実際減免された件数や医療費の金額をちょっと端的にお聞かせい

ただきたいと。 

副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 一部負担金、いわゆる自己負担の減免免除等、またその件

数、あわせて実施金額につきましては現在のところゼロ件ということで金額は０円でござ

います。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） それで、せっかくこういう制度があって利用されていないという

ことでは、確かに周知徹底をいろんな形でやっていただきたいんですが、一つには基準が

どういった人を減免、免除等の適用するかということの基準がないために、実際は対応で

きないのが実態ではないかと思うんですね。私は、昨年ようやく国保税のほうですが、減

免制度がつくられて、その基準が生活保護を基準にしてつくられました。しかし、窓口が

まだ生命保険とかいろいろ条件が厳しくされているのが大変困っているわけですけれど

も、そういった規則はつくっている、実際、今私が言ったように、この申請した場合に基

準はこの規則を見る限りではないんですね。ですから、基準はどうなってますか。 

副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） まず、一部負担金の減免等についての相談等については、

先ほど議員さん御指摘のように周知不足、またそういう制度を知らないということでの相

談件数も極めて少ない、またそういう現実に実施したのもないということもあります。そ

の減免については、規則で設けて減免等ができるということにはなっております。議員御

指摘のように、基準についてはいろんな医療の制度、例えば後期高齢者制度を準用しなが

ら行うというような状況ではありますけども、御指摘のように各住民に公平にそういう制

度を実施していくに当たっては基準等を定めていかないといけないということは考えてお
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りますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） 要するに、やっぱり基準が今お聞きするとないというふうに御答

弁であったと思うんですね。ですから、こういった規則上の申請書は確かにここに私も持

ってますけど、申請書はあるんですね。しかし、どういった方を対象にするか、その基準

がないから実際窓口で出されたとしても困るというのが現実だと思います。ですから、国

保税の税のほうの減免はもう何回も私も質問してからやって、ようやくできましたけれど

も、これはもう規則上の申請書までできてるわけですからね。ですから、私は基準づくり

の分は生活保護の基準だと、生活保護基準っていいますか。私は、月の例えば所得が収入

という言い方してるんですが、一番いいのは月の所得が、生活保護基準の１．５倍ぐらい

までは広げて、それを対象に医療費の免除なり何％減額するなりというふうな対応をやっ

ぱりやるべきじゃないかなと思うんですね。 

 ですから、これは実際保険税のほうで出ておりますし、それから厚労省のさっき言った

ことしの７月に出されている通知なんかでも、どういった人を対象にするかということの

基準が示されています。そこの中を見ると、やっぱり生活保護を基準にしてるわけです

ね。それで、生活保護を基準にするんだけれども、もう一つ検討していただきたいのは、

先ほど言ったような竹原市が昨年つくった税のほうの減免基準ですね、ここは生活保護を

基準になってるけども、それ以上にまだ生命保険を掛けてるとか、いろんな資産の有無の

判断があって、実際には使えないような状況になって、昨年でしたか、１件だけ申請があ

ったというのは伺っておりますけれども、これでは本当に今の生活困窮者に対する救済と

いいますか、支援にはならんと思うんですね。 

 ですから、ちょっと再度ここでお伺いしたいのは、厚労省の示した基準は生活保護基準

だということで、資産の有無なんかは、そこはついてないということですから、せめて竹

原市がつくる場合は、これは早急にすぐできるはずですから、だから生活保護基準で私は

所得の１．５倍、所得を見て生活保護基準の１．５倍ぐらいに広げる対応が要るんじゃな

いかと思いますけれども、その基準づくりの考え方について、ちょっともう一度そこの御

答弁いただければというふうに思います。 

副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 一部負担金の減免の基準の基本的な考え方という部分につ

いては、当然収入に対しては生活保護が基準となることとは考えております。現実に保険
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者、各近隣の保険者の基準についても参考にさせていただきますし、高齢者の医療につい

ても一部負担金の減免基準を設けておられますので、そういうものを参考にできるだけ早

い時期に基準を定めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） ぜひ、そういった資産の有無を外して生活保護基準を参考にして

早急につくっていただきたいと。 

 それとその関連で、もう一つは厚生労働省の通知で、一部負担金の減免制度とか生活保

護制度とか無料・低額診療事業、こういった各サービスなり事業なりについて十分な情報

提供をする必要があるということもちょっと言われております。それで、一部負担金減免

制度というのは、先ほど申し上げたように国民健康保険法の第４４条に基づく、根拠に基

づくものでして、具体的にどこを基準にするかということで今さっき申し上げました。そ

れで、生活保護制度は御存じのとおりです。 

 そこで、なじみが少ないといいますか、私も勉強不足のとこもありますけれども、無料

低額・診療事業というのは県内でも少ないんじゃないかと思うんですけれども、こういっ

た無料低額・診療事業とはというのを、ちょっと概略を説明していただきたいのと、それ

からさっき言った竹原市はこういった医療費の減免制度は実際適用されてない、申請され

てないという声がありましたが、私は広島市の例を申し上げました。こういった制度があ

ることをいろんな医療機関で窓口のとこで周知徹底して、こういったチラシとかを含めて

困った人はこういった一部負担金の減免とか猶予とか減額する制度がありますよというこ

とを周知徹底してるわけですね。ですから、広島市が県内では一番多いわけなんですけど

も、そういった相当皆さんに周知徹底しないと、この制度を竹原市の場合は制度を知らな

いわけですから、ぜひ制度があることを知らせてほしいし、こういった手続で具体的にこ

ういった医療機関の窓口へこういった申請書を準備しておかなくてはいけない。だから、

きめ細かな相談というのは、そういうことが私は必要だと思うんですけれども、その点、

これは改善することはすぐできるはずですから。具体的なきめ細かな対応とはどういうこ

とを考えるんかなと、サービスを考えているのかなということの２点です。低額・診療事

業とはどういうことなんかと、あとはきめ細かなサービスはどういうことなんかを端的に

お答えいただきたい。 

副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） まず初めに、きめ細かな対応ということで、現実には当然
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各課、そういういろんな各種制度については窓口に相談があれば現在でも連携をとりなが

ら実施しているところでありますけども、先ほどから申し上げておるようにこの一部負担

制度についての周知不足ということで、医療機関等についてもそういう制度について周知

を図ってまいりたいと考えております。 

 それとあわせてもう一つ、無料・低額診療については、社会福祉法人が行う生活困窮者

が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または

低額な料金で診療を行うものであって、社会福祉法人等が設置する部分であって、平成５

年以降、現在では全国に２５０カ所、いわゆる生活保護には当然該当すれば医療費はかか

らないわけですんで、端境という言葉は正しいかどうかわかりませんが、そういう状況の

方について都市部にそういう低額で診療を受けれる、無料で診療を受けれる施設があると

いうことであります。 

 以上です。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） 一つ、無料・低額診療のことなんですが、今ちょっと説明があり

ました。私のちょっと勉強した限りでは、社会福祉事業法に基づく県知事へ届け出してと

いうその制度の分と、もう一つ、所得税法の関係の分でちょっとあるようですけれども、

要するに竹原市でそういった医療機関がこの低額診療を対象になる医療機関はないと思う

んですよね。ですから、こういった分が申請して、こういった生活困窮者に対する医療

を、医療費の負担をなくして健康を管理していただくという面では、こういった低額診療

事業というのはやっぱり有効に作用するし、今の厳しい状況の中では緊急に必要な措置じ

ゃないんかなと思うんですね。ですから、竹原市の医療機関の中で第２種の無料・低額診

療事業の可能性なり、そういった、そこらはどうなんでしょうかね。全くもうそういった

制度には適用できなくて、竹原市は無理なのかどうか、医療機関との相談の中でこういっ

た第２種のこの無料・低額診療事業が可能なのかどうかということでは、ちょっとそこら

はどうでしょうか。 

副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 竹原市での可能性ということについてはゼロではないとは

思いますが、先ほども御説明したように、竹原市内に人口からを考えて、またそういう各

制度、例えば生活保護とか各公費負担制度等で医療費の負担のかからない方というような

ことを考えると全体的にそういう低額とか無料で受ける人というのは極めて少ないと考え
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ておりますので、可能性はゼロとは言いませんけども、非常に低いと考えております。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） 私は、今御答弁ありましたが、今の生活の厳しい状況から見て、

生活保護の対象にはならないけれども、こういった医療費の支払いが大変困難だというよ

うな人には相当大きな、健康を守る上で、不安を解消する上で大切な事業じゃないんかな

と思うんですね。ですから、ちょっとこれは赤旗なんかの新聞に載っておりましたけれど

も、きょうの新聞でちょっと見て発言させてもらいたいのは、今年収３００万円未満の世

帯では４割の人がぐあいが悪くても医者にかかれない、負担を苦にした受診抑制が深刻化

しているんだと、これは日本医療政策機構のアンケートということが載っておりました。

ですから、３００万円未満の年収の方なんかはそういった受診抑制がどんどん起こって

る。逆に言えば健康悪化が進んでいるということの裏返しになるんで、こういった無料・

低額診療事業というのは積極的意義があるというので、早急に研究していただいて医療機

関とも実施できるかどうか、これを見る限りでは県知事に届け出が要るということになっ

ておりますから、ぜひやっぱり対応していただきたいなということをちょっと申し上げて

おきたいと。 

 それから、気になったのは、今回私が取り上げた国民健康保険の窓口負担の減免という

のは、そもそもは壇上で申し上げたように、厚生労働省がことし７月に２回にわたって通

知で述べておるように、医療機関の未収金といいますか、それが大きな問題という発端は

あります。これをどう解決するかということがあって、生活困窮者なり悪質という書き方

はしてありましたけれども、滞納する悪質滞納者ということもあって、医療機関に対して

も医療費が滞納になってる、未収入金になってるということが指摘されております。です

から、私はこの中での積極的な意義というのは生活困窮者に対する対応ということで取り

上げておりまして、一部負担金、医療費の窓口負担の減免といいますか、ここは早急につ

くっていく必要があるし、それでその質問としては医療機関の未収金状況、これは全く把

握されてないということがありました。ですから、こういった制度そのものの周知徹底と

いうもんをしてないということですから、早急にそういった関係者の方と話し合ってやっ

ていただきたいというのは前提なんですけども、こういった今まで医療機関との協議でそ

ういった未収金がふえてるよとか、そういった話とか協議なんかは全然なかったんでしょ

うか。そこらがちょっと気になったもんですから、この問題でちょっと聞いておきたいと

いうふうに思います。 
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副議長（稲田雅士君） 市民生活課長、答弁。 

市民生活課長（大澤次朗君） 医療機関での未収金問題についてですが、竹原市の国民健

康保険という、竹原市の保険者としての部分については当然把握しておりませんし、この

医療費の未収についても国民健康保険加入者だけの未収ということではなしに、全体的な

例えば私たちの共済年金とか社会保険等の方の未収金という部分も考えられるわけです

が、今先ほど議員さん御指摘のように、そういう横の連携という部分は不足で、そういう

金額、件数等は把握しておりませんし、また医師会のほうにもそういうことでの確認とい

うこともできていないところが現状でございます。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） この一部負担の減免については、制度としてはあるわけですか

ら、それが実行できるように対象基準といいますか、基準を早急につくっていただく、そ

の基準づくりについても厚生労働省なんかは生活保護基準ということは示しております

し、そこで資産の有無と、生命保険にかかっとるかどうかっていうのは基準をつくってい

ない。そういったとこも参考にしていただいて、可能ならばその対象を広げていただくと

いうことで、所得を、月の所得なら所得を生活保護基準の１．５倍というぐらいまで思い

切って広げた人を対象にするということが一つと、あとは周知徹底ということを、これま

だ実際やっておられないというのが正直なとこなんで、先進的な広島市の例では、先ほど

申し上げたように医療機関の窓口でそういった相談、こういった制度の紹介等々、きめ細

かなサービスをやっているわけですから、そういったことをぜひ早急に具体化していただ

きたいし、それを実施するためにも医療機関との連携といいますか、そういった未収金の

実態把握、どういった人がそうなってるのかということはぜひつかんで、生活困窮者が救

済できるような支援を早急に対応していただきたいということを申し上げて、次の質問に

入りたいと思います。 

 次の質問は、生活排水路等の問題について伺っておきたいと思います。 

 御答弁いただきましたことについて、生活水路の管理台帳のことで、私はこの台帳を早

急につくって計画的な整備が必要だということを申し上げました。しかし、この台帳をつ

くるというような御答弁ではありませんでした。私も実際７月にこういった、前にもいろ

いろありましたけれども、実際担当課へ行って、ここの水路が整備してほしいという要望

が出ているよという話をしても、台帳がないから一般の地図ですよね、地図でここの場所

なんですよという確認をする。それはいろんな方法での確認は必要なんですけども、だか
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らそういった台帳がないために、じゃあどういった水路の形状とか流れになってるんです

かというたら、固定資産税台帳で確認してくださいというようなことが実際起こってるわ

けですね。ですから、いろんな地域でいろんな生活水路は身近なことですから、いろんな

要望が出てくると思うんですけれども、しかし市として現況ですよね、そこはしっかりつ

かんでおかないと、場当たり的になってしまう。ちょっとだれかがやかましゅう言うたら

対応するけども、あとはほっておかれて大変困ってるというのが現状です。 

 だから、私も吉崎新開の例を挙げて、十数年前にも要望なんかを出したんだけれども、

実際その現場に行って市の担当者との説明を聞いても、ちょっとけんかみたいなトラブル

みたいになるわけです。ですから、実際市民の人は困って、この水路の流れをよくしてく

れと言うてるのに、掃除が必要なんだからしてもらわにゃ困るとか、地盤沈下でという説

明は確かにするんだけども、だから市民の本当に困ったところに十分答えられていないと

いう現状がやっぱりあるんですね。ですから、そういうとことか、だから端的にもう一回

聞きたいのは、こういった水路の管理台帳は市としては必要ないのか、私は必要性を訴え

ておりますけども、管理台帳の整備といいますか、その必要性はどうお考えでしょうか。 

副議長（稲田雅士君） 建設課長、答弁。 

建設課長（柏本浩明君） 先ほどの管理台帳のことなんですが、管理台帳については道

路、橋梁、下排水路などの台帳と、あと一定的には管理台帳というのは現地での状況変化

もありまして、先ほど議員さん申し上げられましたように、未整備な箇所もありますの

で、早急に見直しをしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） 早急な見直しっていうのは、一定今不十分な管理台帳でもあると

いうことで、それあることを前提にしていろんなとこの整備していくと、充実していくと

いうことなんですか。私が行ったときなんか、管理台帳、水路の、ここの例えば私の家な

ら私の家の水路はどうなってるかと言ったらありませんよということだったんで、じゃあ

どうなるんですかと言うたら、水路っていうのは税務課の固定資産の台帳の水路しかあり

ませんよということだったんで、そこは正確にちょっとくどいようですが、私が行ったと

きはたまたま見せてくれんかったんか知らんけども、台帳はきちっとあって、そういう不

十分なとこは今後整備してそういったものをつくるよと、管理台帳といいますか、どこに

どういった流れがあって、どこへつながっとってというような分をつくるということなん

でしょうか。 
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副議長（稲田雅士君） 建設課長、答弁。 

建設課長（柏本浩明君） 多分、議員さん来られた案件というのは、管理権限の違う、例

えば県道とか国道とかという部分も絡んでのことじゃなかったんかと思うんですが、管理

台帳、先ほど申し上げましたように、１００％確実かというと未整備な部分もありますの

で、今後早急に検討、見直しをさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いします。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） ほんなら、台帳はきちっとやっぱり、所有関係というよりは、私

は現況の水路がここにあって、そこの各家庭のつながりですよね、そこを示した水路を見

せてくれと言ったんですよ。それが、それはないと言われるから、それじゃあどこにある

んかと言うたら公図しかないと言われるから、それじゃったらどういうふうに計画的に整

備を、現況をつかんでいないのにどういうふうな整備の仕方をするんかなというんが大変

疑問に思うし、それはもう場当たり的しかできませんよね、それじゃったら。だから、そ

れはこういった現況をつかんどって計画的に悪いところを直していく、緊急性があるとこ

から直していくということがだれが考えても必要なもんですから伺いました。 

 それで、丸子山との関連の分で、管理台帳との関連ということなんですが、ちょっと丸

子山のとこの排水整備にかかわっては最後にちょっと言いましたように、地域住民の方が

この水路をやってかえって床下浸水、浄化槽と生活排水が流れんようになったと怒りの声

が上がってるわけですね。それで、低いとこなんですけども、道路が繰り返し冠水する、

その裏の小屋なんかは床下浸水で機械がつかってましたよ。だから、これだけ１，２０

０、契約金額が少ないんでしょうけども、これだけ整備をやって丸子山の生活排水整備に

かかわっては、排水路が使えなくなったというのは認識されてますか。そこどうですか

ね。 

副議長（稲田雅士君） 建設課長、答弁。 

建設課長（柏本浩明君） 先ほどの排水路と駐車場というの、浸水したというところの件

ですが、このたびの豪雨、しかも短時間で大雨により多くの地域において河川とか排水路

が一時的にはんらんした例が多々ありました。したがって、この御質問の大きな要因は豪

雨による一時的な水路等のはんらんにより生じたものと考えております。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） ここだけ、ちょっとくどいようなんですけども、丸子山の排水事
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業のとこなんかは、豪雨だけじゃないんです。そこに住んどられる方は４５年間そこへ住

んでる。今回の豪雨も確かにあったんでしょう。しかし、４５年間住んで、自分の排水が

使えなくなることはなかった。しかし、今回はこういった工事を行って以降、使ったり使

えなくなったり、だから生活排水と浄化槽の水が流れなくなった原因は豪雨のせいででき

たんじゃないですよ。それはあなた認識違うよね、それは。だから、豪雨によって今回浄

化槽が使えなくなったというふうに認識してるんですか。 

副議長（稲田雅士君） 答弁願います。 

 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） 先ほど建設課長が申し上げましたように、今回の大雨は最

近にない短時間での、いわゆる時間雨量で言いますと吉名町で４９ミリを記録、あるいは

１日の総雨量が１４６ミリと近年にない豪雨であるということから、各地域でそれぞれに

今松本議員が言われたように、最近私がここに変わってからこんな例はないと、大変そう

いったお言葉は受けております。そういった状況も含めて、先ほど管理台帳の中で我々も

一定には管理をしておりますが、今管理してある水路等について、これが十分整備できて

おる水路かと言いますと決してそうではないと。したがって、そういった未整備な水路、

あるいは短時間の今回の大きな豪雨、これらの両方の力によって今回そういった被害を受

けたというように認識をいたしております。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） それは、あなた絶対違いますよ。私が言いたいのは、さっき水路

の管理台帳とちょっと言ったのは、ここの確かに丸子山のとこの賀茂川土手にあった旧、

さっき言った４メートル下の部分、これがつぶれたというのはわかりますよね。つぶれ

て、後やりかえるというのがあったんでしょうけども、そのときに一番下の小学校のとこ

のＡさんのとこは、そこの管につないでいた自分の公図にはない水路が、自分でつくった

水路がそこにあって、そこの水路の中に自分の生活水を流す浄化槽をつないでいたんだけ

ども、自分の水路のあれをつぶしてるわけなんですよ。つぶしてるし、メーンのとこの分

の水路も今度はやりかえたということでつぶれてるわけですけれども、だからそういっ

た、そこに４５年住んで、今回みたいな生活排水が、浄化槽が使えなくなったというの

は、そこの昔あった分の公図にない自分の家の水路をつぶしてるから流れなくなったんで

すよ。だから、豪雨は豪雨としてあるんですけども、今回直接起こった原因はそこじゃな

い。だから、すぐあなた方、次の日に行ってから別のとこに流れを変えてるじゃないです
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か。だから、前にあった公図にはない水路、だから私も見ましたけども、公図にはないと

こに自分が水路を４５年前に家を建てるときにつくられたんでしょうけども、そういった

水路はつくった。だから、その人は今度工事やるときにその水路をつぶしてもらっては困

ると、何回も言ってもそれは知らんと。それは公図にはないわけですから。だから、現場

へ行ってきちっとそれは確認しないといけないというだけよ。だから、公図上を見ただけ

で設計しただけだったら、それはつぶしてしまうわね。 

 だから、きちっと現場を見て、こういった台帳を、この水路にはＡさんの家、Ｂさんの

家つないであるよという確認してから、もしそれがだめになった場合だったら別のルート

に変更するんなら、その人にきちっと説明してからこういったルートしますよということ

を確認すれば、こういったトラブルは起こらないはずなのに、それをやっとらんから、勝

手につぶしとるからあの生活排水路が使えんなるということじゃないですか。だから、そ

こは課長、それは私は何回も行ってから言うとるわけじゃけんね。ただ、大雨によって浄

化槽が使えなくなったという意味とは違うんよ。私設の水路だと思うんですけども、それ

をつぶしとるから、そのつぶす前にそれは調査してから、それは知らんかったということ

になるんでしょうけども、公図にはないからそれはつぶす。その人も、地権者の人がそれ

はつぶしては困るという工事担当者には言うたんかもしれんけども、強行してからつぶし

てやってしまうと。だから、今回みたいな生活排水路が、浄化槽が流されんようになって

しまうわけじゃないですか。あなたはそのルートを変えてるでしょ。だから、そこは豪雨

だけじゃなしに水路をつぶしたからという認識はあなたがあるんかどうか、もう一回答え

てください。 

副議長（稲田雅士君） 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） 今回の丸子山の排水路整備事業につきましては、先ほど副

市長が答弁しましたように、まずもともと当該地域については堤防から４メーターから５

メーター落差のあるところが昭和４０年代ごろは農地が多かったと。そこらあたりが徐々

に宅地化をされつつ、水路等についてもさまざまな経路ができてきたと。そして、今日を

迎える中で今の４メーターぐらいの下にあった暗渠排水が損壊をしておったという事実が

ございました。それで、現在の土地利用の状況を見ると４メーター上についてはもう既に

宅地化がされて建物が近くにございます。そういう状況から見ると、そこを大きく掘削を

するとか、鋼矢板を打ってからの工事ということになると膨大な費用あるいはまた安全・

安心ということから考えると施工方法として原形復旧は私としても技術屋として、これは
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もう耐えられないということで、やむなく水路については変更せざるを得ないという状況

があったということについては御理解をいただきたいと思います。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） こういった丸子山排水事業にかかわっての次の質問に入りたいと

思うんですが、私が言いたいのは、こういった例えばＡさんとこの生活排水、浄化槽の水

が排水できなくなった原因というのはやっぱりきちっと、あなた方が一番排水を変えてる

わけだから、旧来流れてたとこをつぶしてるわけですよね。そういった原因をはっきりつ

かまんかったら、そこはあなた方がごまかすんか知らんけども、真の原因をつかまんかっ

たらその対策なんかできませんよね。だから、私はくどいようだけども、きちっとその原

因を、Ａさんとこの分は旧来の水路をつぶして別の流れにする、だから旧来の浄化槽をそ

のままにしとるから使えんなってあふれたということが起こってるわけですよね。 

 それともう一つ、水路の変更をするっていうのが確かに今部長が言われて、旧１メート

ル近い、四十数年前につくった分が老朽化してだめだというふうに言われた、そういって

変更する場合でも、私はきちっとそういった近隣の関係者の説明なり理解を得るような取

り組みがやっぱり要るんじゃないかというふうに思うんですね。 

 それで、Ａさんの生活排水が流されなくなったとこの分だけは、私は豪雨だけじゃなく

て従来あった水路をつぶしてというとこに原因があるということだけは再度訴えておきた

いし、それからその関連の分でちょっとお聞きしたいのは、第２工区にかかわって、さっ

き言った水路を変更する、それに伴って第２工区の工事をするわけなんですけども、２月

の議会で１，２３１万５，０００円という工事費の中に含まれております。その中で、第

２工区の原因は、当初は開渠で６２メートルのＵ字側溝をやるということで伺っておりま

した。しかし、それが今さっきの答弁では地権者の同意が得られんかったということがあ

りましたけれども、私はそこの同意を得るための努力というんですかね、ここは本気でや

っぱり市がやってきたのかなというのは大変疑問に思っています。私も担当係長なんかに

も地権者が本当にその合意を得るために何を話したらいいのか、そこはじっくり聞いたほ

うがいいよということも指摘したわけですね。それで行ったけども、地権者は納得してく

れんかったということでしたけれども、私もあと何回か行きまして、土地の買収にもかか

わる話も出てくるわけですけれども、そういった分が地権者が言われるんは、私はこの工

事にすべて反対しとるわけじゃないよということで、担当者が話した地権者が理解してく

れんというとはちょっと違う答弁が返ってくるわけですね。 
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 ですから、私はとても残念なのは、本来こういった水路を変更する場合、簡単にさっき

６２万円ぐらいのＵ字溝の側溝で、７８万円か、約６２メートル、８０万円ぐらいのＵ字

側溝ということになるんでしょうが、それで済む工事を確かに地権者とかいろいろあった

んでしょうけども、すぐあきらめて今度は流れを逆行する方向で６０メートルじゃなしに

１８０メートルぐらいになるんですかね。だから、既にある今の開渠のあれを壊して、そ

の下に流れを逆流する方向で暗渠を埋め込んでやるんだというようなことを平気で言うわ

けですよね。だから、それは確かに技術が今発達しとるから流れが自然の流れに逆らって

流す排水は技術的には可能なんでしょうけども、私はそういった無駄金を使うような感じ

になるし、将来の地域の開発でそういった逆流させるような暗渠の配置がいいのかどうか

なんでよね。だから、もう少し地権者に、いろいろ地権者も納得してもらうような取り組

みが極めて不十分じゃないかと私指摘せざるを得ないわけですね。だから、単に地権者が

反対したというのは、こっちが丁寧に、もとの水路がだめだから水路変更させてください

と。ほで、その変更させた場合は、当初はえかったんだろうけども、途中でだめになった

と言われましたが、だからそのだめになった理由を、時間がちょっとかかっても丁寧にや

って、将来のことを考えて対応するというのが原則じゃないですかね。ただ、ちょっと言

うてだめだから、逆流させてから、お金がどのくらいかかるんかというのはちょっと聞き

たいんだけどもね。要するに、８０万円近くのＵ字側溝の当初予定だったんが、それがで

きなくなった。それで、今度かかるんはどのくらい費用がかかるんか知らんけども、それ

を見積もりでもいいから聞かせていただきたいし、地権者の説得する努力を本当にしたの

かどうか、ちょっとあえてもう一回ここで聞きたいんですね。 

副議長（稲田雅士君） 建設課長、答弁。 

建設課長（柏本浩明君） 第２工区についての地権者への対応の件でございますが、一定

には何回も担当が話をしているというのは私も聞いておりますし、役所のほうへも来られ

て話をしたという経緯がございます。 

 それと、当初の、現在同意が得られないところについて、変更計画について、いろいろ

検討しておるんですが、金額についてはまだ検討中ということで御理解願いたいと思いま

す。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） だから、当初の６２メートルのＵ字溝開渠の分は、これはあきら

めて、逆に逆流するような方向で距離にしたら１８０メートルか、３倍ぐらいの距離にな
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ると。今、あなたが検討するのは、私が言うのはもうちょっと地権者とじっくり話して当

初の予定の水路、６２メートルの水路、これは用地買収も入るようになるんかもわからん

けども、８０万円じゃ済まんかもわからんですよね。だから、私は自然流下から考えた

ら、そこはあくまでもやっぱり将来の市道の拡幅もあるんでしょうけども、そういった将

来を考えた場合は、自然に流れる、上から下へ流れる方向での水路を整備すべきだという

ことをあえて言いたいんだけども、今検討してるのはそうじゃなくて、逆流させる方向で

の検討を考えてるんかをちょっと確認しておきたいと。 

副議長（稲田雅士君） 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） 第２工区のお話でございますが、これは先ほど副市長、最

後に答弁をしたとおり、現在実施についての変更計画、これを今検討しているとお答えい

たしました。松本議員が今いろんな御意見、御指摘いただきました。このことも含めて、

もう一回今検討中であるということで御理解いただきたいと思います。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） ぜひ、いろいろ地権者との話し合いも要るんでしょうけども、自

然流下というんかね、上から下へ流れる方向での水路の整備、これは私はやるべきだとい

うことを指摘しておきたいと。 

 それから、ちょっとまた排水ポンプとか遊水地の関係のほうに移りますけれども、確か

に今回豪雨というのはわかりました。しかし、繰り返される原因がいろんなとこを聞いて

みると、ただ今回の豪雨があってやむを得んよというだけではないというふうに思わざる

を得ないんです。さっき答弁にもありましたように、浸水被害発生要因としては、河川の

流下能力の不足だということもありました。ですから、私はそういった不足ならば広げる

とかバイパスをつくるとか、だからそれがやっぱり原則だと思うんです。ですから、そう

いった計画があるかどうかをさっき壇上では具体的に、いろんな地内ではあるんでしょう

けど、具体的には４点について壇上でお聞きしたわけであります。 

 ですから、吉名のとこでもう一回聞くと、駅前から農協に下っての河川のとこ、そこで

は容量が要するに流下能力不足なんかと、私はそうじゃないんかなと思うんです。ですか

ら、それならそれでバイパスをつくるか、そこの河川を広げるかしかないわけですよね、

理屈からしたら。ですから、そういった吉名の件の吉名駅前から農協にかけての小河川の

分は流下能力が不足なのかという、そこの確認と、そうであるならば、河川を広げるんか

バイパスをつくるんか、ちょっと大きな考え方としてやっぱり必要だということで、私は
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地域の方にお話を聞いておりますと、この駅の西側のほうにトンネルで水路があったよと

いうことを聞きました。それで、現在はどこですかと言って前に調べたんですが、ちょっ

とわからんかったんです。だから、現在使われてないから埋まった状態なのかということ

なんでしょうけども、だから河川が流下能力不足なら、そこの河川を広げるんか、別のさ

っき言った駅の西側にあるようなトンネルのとこが今使って、使えない状態なんでしょう

けども、そこの整備ができないかなという、これは提案を含めて計画の中に入らないのか

なということでちょっとお聞きしておきたいと。 

 それから、いろんなとこの地域がありますけれども、新開区画整理のとこでは今回デオ

デオのとこの駐車場とか低いとこに水がたまりました、あっこの河川があふれて。それで

もう一件、４３２の東側に家が１軒浸水になっていました。だから、新開区画整理の昔、

一間川があってこれをつけかえる形での整備になっております。端的に言えば流下能力不

足が起こってるんかなということを私は言いたいんだけども、たしか担当者に聞いたら河

川の容量を計算するのに時間雨量が４４ミリ降っても、時間降雨量がですね、降って対応

できる設計だというようにちょっとお聞きしたんだけれども、今回何ミリ降ってるんか、

それを超えて降ったら今回のようにつかるはずですよね、実際つかってることになるわけ

ですから。だから、その原因が今回、区画整理ではどこに原因があるのかなと。河川の流

下能力が不足して今回起こったのかどうかを新開区画整理事業にかかわってもお尋ねして

おきたいと。 

 それから、３点目に再質問はポンプの排水能力、それと浸水面積、遊水地の貯水量をお

尋ねしました。確かにちょっとわかりにくいんで別の角度から聞きたいのは、それぞれ聞

きたいんですけど、皆実町のポンプ場はポンプ３台で毎分６６立方メートル排水する能力

があるという答弁があって、吉崎、北崎、毛木、柏、それぞれ答えていただきました。私

らがちょっと素人で思うのは、皆実町の排水能力は３台で、１分間に６６ミリ排水できる

よということが言われるんだけども、実際時間降雨量ですよね。その地域に５３ヘクター

ルでしょうけど、その地域に降る雨が何ミリぐらいまで降るのは耐えられるんかと、要す

るに浸水しないよという設計なんか。 

 そうでないと、確かに昔は今言われたように農地で多少つかっても作物の一定の被害は

確かに起こるんでしょうけども、宅地とかは余りなかったわけですから、家の被害という

のはなかったんでしょうけど、この何十年かで家が建ち出して道路がつかったり、さっき

言ったいろんな床下浸水になったりということが実際起こる。ですから、こういったポン
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プの排水能力ももう不足してるんかなというのは率直な疑問として持っています。ですか

ら、こういった質問もしているわけですけれども、それぞれ皆実町ポンプ場、吉崎、北

崎、毛木、柏について、時間雨量何ミリぐらいの降雨に耐えられるポンプなんかというこ

とをちょっとお聞かせいただきたい。 

副議長（稲田雅士君） 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） まず、本市における雨水対策、これについて全般的な御説

明をさせていただきたいと思います。 

 雨水対策としての抜本的な対策としては、現在公共下水道事業雨水対策あるいは二級河

川賀茂川、二級河川本川の治水対策、あるいは３年前に吉名の砂防河川の城川治水対策に

かかわってのポンプ設置、ここらあたりがこの最近で言えば進行中、あるいは完成した事

業でございます。 

 公共下水道事業については、二級河川の賀茂川と本川、この間にある市街地、ここの市

街地の内水排除について公共下水道の雨水対策が役割を持ちましょうと、そしてそれ以外

の区域については、賀茂川については今大々的に行ってるのが仁賀の治水ダム、これによ

る時間調整による下流域の安全度を高める事業、あるいは河道の改修、ここらを今賀茂川

は行っております。そして、本川については御存じのように現在河口部に排水機場と水

門、これを設置して上流の流下能力の不足したものを豪雨時、大雨時における雨水の量を

強制的に吐き出しをしようという事業を今行っております。こういう事業に加えて、今そ

の中にある例えば区画整理区域についての抜本的対策は、公共下水道による内水排除、今

現在も公共下水道事業によって行われております。 

 吉名の駅前のことですよね、駅前の排水路のことで何か言われましたが、これらについ

ては、日常的な降雨については十分現在の整備をした城川の河口部に整備したポンプ排水

機場で十分に賄えます。しかしながら、一時的には今回も時間雨量が４９ミリというよう

なこと、そして現地に行ってみますと、その流入をしてくる間に大きな草とかごみとか、

ここらあたりがどうも途中でかかってきたというようなこともあったようです。そういう

ことが要因で一時的に一部の区域の水路がはんらんをするといった状況も確かにございま

した。これは日常的には大丈夫なんですが、豪雨時には耐えれないこともございます。 

 そして最後に、皆実町、吉崎、毛木等に現在ポンプ場があります。あと水門もございま

す。もともとこれらのポンプ場、排水機場については、昭和３０年代の後半から４０年代

の前半にかけて、農地を保全すべく目的で設置をされたポンプ場でありました。通常の宅
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地の排水とは、数値的には明らかにはできませんが、多少２割、３割程度の排水能力のマ

イナス部分はあると思います。というのが、浸水後のある程度の時間はつかっても農作物

に影響がある、ないというような判断をどうもされとるようでございます。 

 そういった状況の中で、宅地を守るがための排水機場の能力と農地を守る能力というの

は多少違うということを理解をしていただいて話を聞いてください。それで、現在の吉

崎、毛木、皆実については、そういったもともとが農地を保全する目的で設置されたポン

プ場である、水門である。しかし、この近年、御存じのように宅地開発が進んでまいりま

した。そういう中で、水がそれじゃあ１日、２日はつかってもええんだということにはな

りません。そういう今現状の中において、１時間当たり、それじゃあ幾ら、時間雨量に対

してどのぐらいがポンプで対応できんのかという御質問でございます。 

 これは、一概には時間雨量だけでは答えが数値的には言えない。というのが、水門があ

る場合もございます。ほで、あるいはポンプ場へ流入をしてくる水の量、これらについて

の大小によってもえらい違ってくると。ということで、いわゆる豪雨、災害時における今

の３カ所のポンプ場については、決して必ずしも十分な能力を持ったポンプ場ではないと

いうことは言えると思います。 

 しかし、そういう現段階での既設のポンプあるいは水門をうまく利用して、その他の水

門であるとか、あるいは河川の改修とか、遊水地をつくるとか、そういったさまざまな公

共事業によって、現在抜本的な対策とあわせて、維持的な修繕というようなことも含め

て、地域の安全・安心に向けた取り組みを行っているというのが今の現状でございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

副議長（稲田雅士君） １１番。 

１１番（松本 進君） ちょっと私はわかりやすいように答弁していただきたいと思うの

は、要するに各ポンプ場の１、２、３、４、５カ所、ほかには市内にはたくさんあります

けども、せめて５カ所のポンプ場についての排水能力は伺いました。その排水能力だけじ

ゃなくて、私が言ったのは、そのポンプ場がカバーするその地域に時間雨量何ミリまで降

った場合は耐えられる設計でやっているのかということをお尋ねしたわけですね。それ言

えないというんか、知っとって発表しないのかちょっと大変気になるとこなんですが、ど

こでも、これはたまたま中国新聞の坂町の小屋浦ポンプ場というのが載ってました。ここ

は正直に毎分９６立方メートルの排水能力があって、時間雨量５０ミリの豪雨に対応でき

る、そういったポンプの整備をやったんだということをきちっと書いているわけですよ
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ね。 

 だから、計算上は、あなたたち専門家なんだから、その地域に何ミリ降って、今の排水

ポンプなり、さっき貯水量のことも聞きましたけども、そういった整備によって今の何ミ

リまでは耐える、浸水をカバーできるというか、浸水できないような対策をとれるという

ことは、計算がないと言われるんか、ちょっと言えないというんか、私はそこは正直に、

この皆実町ポンプ場は時間雨量何ミリまでは耐える、浸水しない、道路が冠水しないと

か、浸水しないような設計なんだということを正直に出して、ほでやっぱりやらないと、

遊水地の能力もありますけども。だから、それは確かに十分じゃないかもわからん。遊水

地とか、いろいろ抜本的にやるんだよというだけでは、ちょっと説得力に欠けるんじゃな

いかと思うんですね。 

 だから、私が言いたいのは、もう一回聞きますけども、皆実町、北崎、吉崎、毛木ポン

プ場の時間降雨量は、何ミリまで耐えるようなポンプの排水能力なんかと。さっき小屋浦

の例を言いました。小屋浦の例は、毎分９６立方メートルの排水能力があって、時間降雨

量５０ミリの豪雨に対応できるような整備をやったんだということがありました。ですか

ら、ここの河川についても何ミリの降雨量に耐えられるような設計なんか、現況の実態と

いいますか、時間降雨量を教えていただきたいと。 

副議長（稲田雅士君） 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） 時間の降雨量というのは、よくテレビなどで発表されてお

ります。降雨量を計測する場所が、それぞれ地域にございます。そこの数値がテレビで報

道されるわけです。例えば竹原市役所の屋上に、何時から何時までの１時間の降雨量につ

いては何ミリ降っておりますというのは、我々もそのデータがございますので、いつでも

発表できる状況にある。その数値が、例えば２０ミリ、３０ミリ、４０ミリでもなると、

この皆実のポンプ場についてはどうか、吉崎はどうか、毛木はどうか。これは、先ほど私

申し上げたのは、その３カ所のポンプ場のポンプというのは水が入ってきて初めて吐き出

すわけですから、そこへ入ってくるまでの水の量、水の入ってくる時間、あるいは貯水池

の大きさ、水門がもしあった場合は、幾ら大きな雨が降っていても干潮であれば水門をあ

けることができると。そしたら、ポンプで吐き出す能力はさらに効果がありますよという

ようなこともございまして、一概に竹原市役所の屋上に４０ミリの雨が降ったから、北崎

はこうよ、皆実町はもつよもたんよというような判断は我々としてはしてはないというこ

とを理解してください。 
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副議長（稲田雅士君） １１番さん、時間です。 

 以上をもって松本進君の一般質問を終結いたします。 

 １５分間休憩をします。 

              午後２時２９分 休憩 

              午後２時４５分 再開 

              〔議長交代〕 

議長（小坂智徳君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 質問順位６番、宗政信之君の登壇を許します。 

７番（宗政信之君） それでは、一般質問をさせていただきます。 

 ３項目について質問をさせていただきます。市長の政治姿勢について、竹原市の情報基

盤整備の運営について、竹原市の災害対策についての３点について御質問いたします。 

 ８月３０日に行われました衆議院選挙では、民主党の歴史的大勝利となり、政権交代が

実現をいたしました。この伏線は、さきの参議院選挙でも強く感じられるところであった

と思います。事前に自民党の敗北も予測できたはずであり、政権交代も予測できたはずで

あったと思います。 

 マニフェストを精査すれば、次に政策変更、税制負担の変更、補正予算における基金の

凍結も予測できたはずであります。例えば、補正予算の基金については、４兆３，０００

億円のうち１兆円が凍結と発表をされています。継続事業も含め、今後各自治体での事業

進捗は大変大きな課題として取り組みが懸念されるところであります。 

 そこで問題なのは、市長の選挙に対する取り組みであります。市長は、自民党代議士の

後援会長として積極的に応援弁士も務め、激励ため書きも送り、マイクを握り市民に支援

を訴えてまいりました。結果、竹原市の選挙区での国会議員は今後４年間民主党議員１人

となってしまいました。 

 さきの県会議員選挙でも、市長が応援します議員が落選したときも同じでありますけれ

ども、当選した議員のところに祝福、あいさつに訪れておりません。この衆議院選挙にお

いても、当選議員のところに祝福、あいさつも今日までいたしておりません。どうしても

自民党でなければならないのであれば、選挙区以外での自民党当選議員のところにあいさ

つをされるべきであります。 

 今後、竹原市の陳情、請願、予算づけに国との連携はどのように取り組まれるのでしょ
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うか。呉市、東広島市長は、それぞれ支援組織はありましたが、２大政党時代を受けて自

民、民主両党に対等に支援、応援をしてきたところであります。このような態度が、３万

市民の代表としての市長のとるべき政治姿勢ではなかったのか、今後の竹原市の国への対

応をどのようにされるのか、お伺いをしたいと思います。 

 ２点目に、竹原市の情報基盤整備の運営についてをお伺いいたします。 

 さきの８月２０日の議員全員協議会で、竹原市は地域においてブロードバンド整備を行

うことは、ネット上に存在する情報の入手、検索、共有、保存、加工といったコンテンツ

サービスの快適な利用や、地域からの積極的な情報発信のために必要不可欠となってお

り、さらにブロードバンドを利用することでインターネットそのものの安全で安定的な利

用環境を整えることができるとともに、住民生活、地域経済、地方行政の諸側面において

多様な効果、効用をできるといった積極的意義を有しているとして、公設民営方式で取り

組むことを発表されています。 

 ここで問題なのは、竹原市独自でケーブルテレビ、竹原市内にヘッドエンド装置、スタ

ジオ等をつくり各家庭に配信するようなものにするのか、近隣のケーブルテレビに、行政

の事務負担が大きいから、行政の整備費用負担が大きいから、選定プロポーザルが大変だ

からとの理由で委託提携しようとしていないのか、お伺いをいたします。 

 ケーブルテレビの地域情報基盤整備は、竹原独自の防災情報提供サービスとか、さらに

観光情報の連携提供とか、高齢者支援サービス等であります。また、家庭にいながらにし

て、例えば仁賀のれんげまつりであるとか、忠海の神明祭が、各地のイベントが見られま

す。また、竹原市議会の議会が傍聴できる等のサービスが提供されます。事前の調査で

は、三原ケーブルテレビでの設備設置とスタジオなしの中継方式と聞いております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 この情報基盤整備についての事業について、１つ目、相見積もりはどのようにとってき

たのか。 

 ２つ目、三原ケーブルテレビは概算で金額が高いと思われますが、スタジオなしで中継

方式なのかどうなのか。 

 ３点目に、この施設を利用しての雇用は生まれるのか。 

 ４点目に、料金体系は、三原ケーブルテレビの言いなりとならないか。 

 ５点目に、竹原市の税金でつくるのに、加入金、毎月の料金は三原ケーブルテレビに入

ると思われます。 
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 ６点目に、行政区が異なることから常時竹原市の情報サービスができるのか等疑問があ

ります。お伺いをいたします。 

 ３点目の問題は、竹原市の災害対策についてであります。 

 地球温暖化による影響は、各地で局地的異常豪雨を引き起こし、災害による大きな被害

が報告されている昨今であります。 

 ことし７月２１日、山口豪雨災害、台風９号の豪雨による兵庫県佐用町での災害、２０

０４年の兵庫県台風２３号による災害等河川防災等が社会問題となっております。 

 山口県防府市豪雨被害では土石流が直撃し、入所者７人が死亡した養護老人ホームで

は、国が作成を義務づける風水害の対処計画をつくっていなかったことが判明をしており

ます。また、台風９号の豪雨で、兵庫県佐用町で亡くなった人の多くが避難中に濁流にの

み込まれたことを受けて、自治体の避難勧告の判断時間や避難方法の見直しの検討を始め

ることとなっております。 

 専門家は、今日の異常気象により、行政が避難勧告を一律に出すと定めた法を考え直す

時期に来ていると指摘をし、自治体の一律判断限界が問題となっております。 

 災害対策基本法は、国民の生命や財産を災害から保護する責任が国や自治体にあると明

示しています。専門家は、ゲリラ豪雨など急激な増水による被害が拡大している昨今、一

律の避難勧告では対処できないとも指摘をしております。 

 山口県防府市の豪雨の場合でも避難勧告がおくれ、佐用町の場合では佐用川の避難判断

水位３メートルを、はんらん危険水位になった時点で避難勧告を出したが、このとき既に

一部地域でははんらんが始まっており、大きな被害へと拡大をしています。 

 各自治体は、洪水時に大きな被害をもたらす可能性がある場所等を対象にした治山・治

水アクションプログラムを策定したり、行動指南型ハザードマップを策定したり、居住の

種類や階層、立地場所により避難か自宅待機か等をフローチャート図と地図で明示し、住

民に徹底している行政もあります。 

 竹原市の場合、以上述べたことを災害時に想定したハザードマップがつくられ、地域と

住民に徹底されているのか、災害危険地域の住宅と公共施設がどのくらいあるのか、そう

した危険地帯に一時避難所が存在しているのか、お伺いをいたします。 

 また、かねてより指摘しています賀茂川での局地的な大豪雨でのはんらん時の避難訓練

等自治会との共同訓練についての具体策があるのかお伺いをします。公共施設での風水害

の対象計画等が義務づけされていますが、作成されているのか。 
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 以上の点についてお伺いをさせていただきます。 

議長（小坂智徳君） 順次答弁願います。 

 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） 宗政議員の質問にお答えをいたします。 

 １点目及び２点目については私が、３点目については副市長がお答えをいたします。 

 このたびの総選挙により、民主党を中心とした新政権が国政を担うことになりました

が、政権がかわろうとも、我々地方自治体に与えられている役割は、住民福祉の向上を図

ることであり、これまでも、また今後も、その基本線については変わりないものと考えて

おります。 

 こうした観点から、今後の国の動向に十分留意し、市民の皆さんが安心して生活できる

よう、また地域の活性化が図られるよう、全力を挙げて市政運営に取り組む必要があると

考えております。 

 しかしながら、民主党のマニフェストに係る詳細な制度の内容等については、まだ不明

な点が多く、現時点において本市にどのような影響があるのか予測しがたい状況にありま

す。 

 また、新政権においては、既存予算の組み替えや税制の見直し、新年度の予算編成や政

策決定プロセスの見直しなど、これまでの仕組みや手法の変更を表明されておりますが、

現時点においてはそれらがどのようになるのか、まだ具体になっていない状況でありま

す。 

 したがって、今後全国市長会や地方六団体が行う国と地方の協議の動向などを踏まえ、

こうした国の動向について十分見きわめた上で、必要な施策の実施や予算確保等のため

に、国に対してどのようにアプローチしていくか、市民生活にマイナスの影響を及ぼすこ

とのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、竹原市における情報基盤整備に関する御質問でありますが、さきの全員協議会に

おいて御説明いたしましたとおり、このたびの国の経済危機対策関連予算により創設され

ました支援制度の活用により、本市の懸案でありました超高速通信基盤整備の実現可能性

が期待できるものと考え、事業概要を検討し、国に対し事業採択の要望を行った結果、事

業採択されたところであり、現在事業推進を図るべく鋭意取り組んでいるところでありま

す。 

 竹原市における情報通信基盤整備事業は、収容局から加入者宅まで光ファイバーで結
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び、超高速インターネットアクセス及び有線放送サービスを実現するＦＴＴＨ方式で構築

することとしており、整備後は公設民営方式により超高速インターネット接続を基本とし

たブロードバンドサービス環境を将来にわたり持続的に展開しようとするもので、本市に

とって最適なブロードバンドサービスの提供を行える運営事業者を選定することが必須の

要件となるものと考えております。 

 通信分野の施設は、運営方式によって施設の整備内容が大きく異なるため、当初より運

営、経営を前提とした設計、構築をすべきであるとの考えから、運営を視野に入れた事業

実施を進める方法として、まず運営事業者を選定することとされております。 

 運営事業者の選定に当たっては、ブロードバンドサービスが高品質、低価格で提供でき

ること、初期投資費用やランニングコストなどの行政の財政負担を低く抑えること、安定

的な保守管理の体制、方法が示されていることなど、必要な選定要件を定めた上でプロポ

ーザル方式により行い、選定された運営事業者は行政の整備した施設を当事者が一方的に

破棄し得ない使用権を設定する契約であるＩＲＵ契約や、基盤施設の保守管理業務委託契

約、サービス提供内容等に関する協定など、施設整備の調査、設計、施工管理業務及び完

成後の運営に関する契約の優先交渉権者となるものであります。 

 なお、施設整備の工事については、別途工事請負契約上必要な手続により、事業者選定

及び発注手続を行うものであります。 

 本市における情報基盤の運営方式につきましては、運営事業者の選定とともに、本市に

とって有益なブロードバンドサービス環境となるよう、適正に判断の上、決定してまいり

たいと考えております。 

 事業費の見積もりにつきましては、国に対し事業採択の要望を行う際に、本市の実情等

から事業概要を検討するとともに、事業費について３社から見積もりを求め、見積もり価

格等から要望時の事業費を決定したものであります。 

 この事業の推進により、施設整備工事を初め大きな波及効果が生じることが想定され、

地域活性化に資するものと考えております。 

 次に、サービス提供に係る料金体系につきましては、運営事業者により異なってくるも

のと考えられますが、最終的に決定する運営事業者との協議により、本市にとって有利な

条件となるよう、またサービス利用者にはより安価な料金体系を求めてまいりたいと考え

ております。 

 情報サービスの内容につきましては、さきに実施した市民アンケート調査結果によれ
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ば、ケーブルテレビに必要なサービスとして自主放送が最も多く、この基盤を活用した地

域情報発信のための環境整備は必要であると認識しており、これにより本市における地域

情報の提供が行われるものと考えております。 

 本市における情報基盤整備後の情報サービスの展開については、運営事業者を中心に、

よりよいサービスの提供に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、私からの答弁といたします。 

議長（小坂智徳君） 副市長、答弁。 

副市長（友久秀紀君） それでは、私のほうから３点目についてお答えをいたします。 

 竹原市の災害対策についての御質問でありますが、近年全国的に集中豪雨による水害が

頻発している中、本市においても過去に賀茂川で多大な被害が発生した経験を踏まえ、賀

茂川、本川がはんらんした場合を想定した洪水ハザードマップを平成２０年に作成いたし

ました。 

 この洪水ハザードマップには、浸水が予想される区域、浸水深以外に大雨時に災害の危

険のおそれがある土砂災害警戒区域のほか、市が指定している避難場所などをハザードマ

ップ上にあわせて記載し、さらに情報面として住民が迅速かつ円滑に避難できるために、

避難時の心得や非常持ち出し品、洪水時の行動、気象情報等の入手方法を記載するととも

に、土砂災害の前兆現象、災害時要援護者への対応などの情報についても記載をいたして

おります。 

 なお、この洪水ハザードマップの作成に際しましては、平成１７年に市内沿岸部を対象

に作成した高潮ハザードマップと同様、浸水が予想される地域の自治会等を対象にワーク

ショップを開催し、地域住民の皆さんから意見を聞きながら、実効性の高い洪水ハザード

マップとなることを目標に作成をし、対象世帯への配布、市ホームページへの掲載などを

行っております。 

 次に、大雨時に災害の危険のおそれがある箇所につきましては、急傾斜地崩壊危険箇所

３２４カ所、急傾斜地崩壊危険区域指定箇所にある人家１，９７１戸、土砂災害警戒区域

内にある人家１，１３７戸、公共施設につきましては公民館１カ所、保育所２カ所、小学

校２カ所、中学校１カ所など、また一時避難所については小学校グラウンド、スポーツ広

場、公園などを定めており、その中には土砂災害のおそれがある区域に所在しているもの

もあります。 

 次に、避難訓練等につきましては、本年５月に広島県の指導のもと、中通公民館におい
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て集中豪雨を想定した図上訓練を実施した際、実働訓練として中通、上条、大応自治会の

皆さんによる避難訓練を実施いたしました。 

 訓練の内容につきましては、避難勧告の情報伝達、地域住民の徒歩による中通公民館ま

での避難、消防団による避難誘導及び安全確保、避難場所における人数確認などを行った

ものであり、今後におきましても総合防災訓練及び各地域において実施されている自主防

災訓練、本年２月に開催した自主防災組織リーダー研修会への参加など、さまざまな機会

を通じ、みずからの地域は住民が守るという住民参加の防災のまちづくりを一層推進して

まいりたいと考えております。 

 なお、風水害の対処計画につきましては、社会福祉施設等において非常災害に対する具

体的計画として風水害、地震等の災害に対処するための計画を立てることについて国が基

準を定めているものであり、公共施設に関しては学校、保育所などにおいて、災害時にお

ける連絡体制、避難経路などを定めた計画を策定をいたしております。 

 以上、私からの答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） それでは、再質問させていただきます。 

 さきの衆議院選挙においてですが、よその首長さん、ほとんどは両党の支援、応援を対

等な立場でやっておられます。そして、その後決着がついた場合、双方のとこにあいさつ

に行き、勝ったところには祝福をされております。そのことが、今後国政に出られた議員

とのその町のパイプがしっかりと構築されるもとになるというふうに思います。 

 しかし、今回の総選挙を見て、当然ですが選挙になれば相手のことを非難中傷し、そし

て支援をする政党については非常に上手に褒めちぎるというところがあるわけですけれど

も、結果としてこういう結末が出ました。 

 その後、市長は当選をいたしました民主党の議員のとこに、少なくとも私がこの原稿を

出すまでは行っていない。そういうことで、今後、今ここに述べておられますように、政

権がかわろうとも、我々が地方自治体に与えられている役割は住民福祉の向上を図ること

であり、これまで、また今後もその基本線については変わらない、こう述べておられるわ

けですけれども、そうした国政とのパイプが非常に困難になるんではないかなと思いま

す。 

 ここで、壇上で述べましたように、どうしても自民党でなければならないのであれば、

広島県内から１区と４区から当選をされているわけですが、その議員のところにでもあい
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さつに行ったのかどうなのか。こういうことでは、３万人市民のリーダーとしての資質の

問題があろうと思います。今後、どのようなルートで国政への陳情あるいは要望書、予算

づけ等について行うのかをお聞きしたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 市長、答弁。 

市長（小坂政司君） また、どういうんですか、選挙がない中での我々は国会議員の皆さ

ん方には、今までは要望活動を進めておりました。こういう結果になる前も、民主党の県

内の議員さんのところへ行きますと、もう市長さん、もうこれからは地方分権の時代です

から、こういった陳情なんていうのはもうなくなりますよと、少なくとも政権をとりまし

たらそういうことはなくなりますよというふうなお話をされておられました。そうは私も

まだ思わないし、地域の実情を要望するのは当然であるというふうに思っております。 

 したがって、私は議員がいつこの一般質問を出されたのかわかりませんけども、しかる

べき時期には意見交換をさせていただき、これからも竹原市政に対して、あの国会議員は

いかなる党にあっても、国民のため、国のために活躍をしていただくという中で御理解を

いただく、また意見交換をさせていただいております。 

 これは、党派を超えて今まで私もそれぞれさせていただいているわけでございまして、

特殊な事情のときはそういうこともありませんけども、決して私はそれぞれの党のそうい

ったいろんな発言は控えさせていただいて今日まで来ておるというふうに思っておりま

す。今後も竹原市民にとって、これから住民福祉向上に私は国会議員に対して全面的に御

支援をいただくよう、要望活動は進めてまいりたいと思っております。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） 当然でありまして、また国会議員になるような方は、あいさつに来

ないから、来たからということではないんですけれども、少なくとも例えば東広島の市長

にしても、呉市の市長にしても、当選が確定をしたときに負けた議員、そして勝った議員

のほうに両方ごあいさつに行っておる。また、広島市長を中心に、全くどの政党にもあい

さつも支援もしないという徹底をした、どっちにしても対等なつき合いをするということ

が、私は今後首長としての大きな責任だろうと思います。 

 例えば、これからは一括交付金制度になりますし、そうなったときには地方自治と言い

ながらもそれぞれの部署に、あるいは国土交通省に、あるいは文科省に、あるいは総務省

に、いろいろその優先順位の事業のお願いに行かなくてはならないと思うんですが、今回

の選挙を見まして全く竹原市へも民主党の議員、午前２時までおりましたが、駆けつけて
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はおられません。その後も、あいさつをしたということも聞いておりません。そういうこ

とでは非常に困るんでありまして、少なくとも対等なつき合いを、あいさつをするなら両

方、支援をするなら両方、全く支援をしないという方法の手段もありますし、そうした取

り組みが求められると思います。 

 例えば、４兆３，０００億円の基金の凍結がありましたけれども、の中の１兆円が、そ

うすると竹原の今抱えておる問題点の中でどこが障害になってくるのか等についても、や

っぱり早い時期にマニフェスト、あるいは今政権をとったんならとった民主党に対して事

情あるいは政策変更の内容を詳しく聞いていただく中で、竹原市の今後の進むべき道をき

ちんとしなくちゃいけんのじゃないか、十分そういう点を首長としては反省をしていただ

きたいというふうに思います。 

 それでは、次に２番目の竹原市の情報基盤整備の運営についてをお伺いいたします。 

 以上、壇上で質問をいたしましたように多くの問題があります。 

 まず最初に、これだけ大きな１３億５，９００万円の事業が、答弁では既に事業採択さ

れたところであると、こう述べております。１３億５，９００万円の事業が採択されたの

であれば、少なくともこの９月議会にでも諮るべきでありますし、議会の承認がないとこ

の事業は進まないと思うんですけれども、どのようにお考えをされておるのか。 

 そして、このＩＲＵ、事業者選定プロポーザルのスケジュール表を見ましても、竹原市

には全協を行いました２０日後の２７日に交付金の、いわゆる総務省中国総通の内示があ

ったところだろうと思うんですね。そして、この最終的な事業の交付金申請、いわゆる竹

原市の負担金は６．７％で済む。このような有利な事業の交付金申請書の締め切りが９月

３０日になるわけですね。もしここで交付金申請が、内示があった後本決まりになるとす

れば、議会の承認は絶対的に必要なんじゃないんですか。 

 伝え聞くところによると、竹原市が地域住民に一番望んでおるところとして、あなた方

は答弁をされておりますけれども、自主放送が最もいいんだということを言っておきなが

ら、プロポーザルの順序が難しいから、あるいは申請許可、認可が難しいから、あるいは

設備のいろいろ予算もかかることだから、面倒くさいから一括委託をするというスタンス

になっていないのか、まずそこをお伺いをいたします。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） まず、１点目の議会への説明、これは当然でございまして、先

般の全協でも御説明申し上げましたとおり、前回の全協説明時に内々示という形でござい
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まして、その後議員御説明のとおり内示がございました。これから交付申請という手続に

入りますが、同時進行で議会のほうにも全容をお諮りする運びで進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、いわゆるサービス提供内容ということになろうかと思いますが、いわゆる基

盤として自主放送が必要だということは議員も御説明のとおりでございますし、市民へ行

いましたアンケート調査の中でも求められているところでございました。これを実現する

ためには、当然中継をするスタジオというものが必要になってまいります。このスタジオ

というものは当然含まれなきゃいけないというように考えておりますので、全体のいわゆ

る基盤整備後の運営事業者にそのことについてはゆだねていくという形にはなりますが、

基盤としては当然その整備については含まれるものというふうに認識をしているところで

ございます。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） それで、この事業の一番大きなところは、運営事業者を選定するこ

とがまず求められるわけですね。また、この運営事業者の取り組みによっては、この莫大

な１３億円の投資が若干見直されるかもわかりません。 

 そこで、竹原市の対応として、この運営事業者の選定に当たっての取り組みの中で、ど

こでどういう契約をされているのか知らないけれどもコンサルタントを連れてこられてお

りますよね。それは、どういう経路でこのコンサルタントを招聘したのか。そして、その

コンサルタントは竹原市がやっていくのに極めて難しいということをたびたび発言をして

おります。初期投資額の確保ができるのか、平成２２年４月の間もなくの開局にどのよう

な対応ができるのか、あるいはサービス開始できるのか、経営、営業、技術の人材、体制

の確保ができるのか、あるいは竹原市の財政支援が不可能であるけれども、そうしたこと

も踏まえてサービス提供ができるのか、加入率の確保が確実にできるのかというふうに、

コンサルタントとしてつくり上げていくための発言とは思えないことがたびたび報告され

ておるわけですが、そうしたコンサルタントは、どういういきさつで、どこの系統のルー

トで認定をしたのか、お聞かせをいただきたい。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 議員が御説明の内容につきましては、実は竹原市内にこの事業

を進めようという事業者の方があらわれまして、その方々と基本的には別途いろんなすり

合わせ、調整を進めさせていただいているところでございます。その中で、この事業の内
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容といいますか、というようなものを一応御説明申し上げまして、その上で竹原の市内で

行われる事業を竹原の市内の事業者がするというのは基本的に歓迎すべき話であります

が、やはりそうはありながら逆に担保されるべきこともあるというふうな説明をさせてい

ただいたという内容でございます。 

 今の我々側に、竹原市の運営側に御協力いただいておりますのは、さきの議会で御説

明、お願いをいたしました地域情報化計画の推進に当たっての考え方の整理という調査業

務をお願いしているわけでございますが、その方に御協力いただきまして、その辺の基本

的な押さえのところを御説明いただくために私どもと同席をして、竹原の事業者の方への

説明ということで開催をしたという中身でございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） このコンサルタントは、どういうルートで呼んでこられたものなん

ですか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） この調査業務を進めるに当たりまして、前提となりましたのは

東広島市が市域内に基盤整備を行うというベースがございました。これが一つのきっかけ

になっていると言っても過言ではありませんが、その東広島市における情報化の推進にか

かわる今回の竹原市も同一業者を採用させていただきましたが、いわゆる土地、事実上の

同一地域内での基盤整備のあり方の研究とかというものを請け負っておられたということ

も背景にございますが、一定にはもちろんその見積書も徴取いたしまして選定をさせてい

ただいたということでございます。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） この１３億円余りの事業というのは非常に大きなプロジェクトで、

竹原にとって非常に絶好の雇用の機会であるし、各事業者の仕事がたくさん入るというこ

とでも非常に歓迎すべきことですね。 

 それから、先ほど課長が答弁したように、地元で立ち上げておられる、この運営事業者

として名乗りを上げておられる、その方たちに積極的にお任せをすると、そのことが入会

金とか今後の使用料についても全部竹原に落ちる、そしてそこに新しい雇用も生まれると

いうことで、非常に有意義なことなんですね。 

 ところが、皆難しいよと、つまりもう日にちも迫っとるよ、だからもう地元はできない
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でしょうというようなコンサルタントを連れてきたんでは何のメリットにもならない。そ

して、この運営事業者によっては、今後の１３億円に対するすべての工事が竹原に一切利

益のないものとなってしまう可能性もあるわけですよね。それで、せっかくつくっておる

のに、どうしてそうした地元を交えた意見交換等を実施し、対応するのが筋だろうと思う

んですが、なぜ意見交換会を、具体的に地元に任すためのそうした取り組みをされないの

か。うわさに聞くと、もうすべて三原ケーブルテレビにおんぶにだっこという形で、当初

の話ではどうも竹原にスタジオもつくらない、そして中継方式だというようなことが議会

の何ら承認もないまま進むということでは、もう極めてこれは遺憾なことだと思います。 

 この事業の大きな目的は、やはり莫大な使用料、加入金、そして地元の雇用が、何度も

言うようですが、一番大きな魅力でありますので、なぜそうした意見交換会が地元ありき

の形で進められないのか。そして、竹原市としての地域活性化を基本として地域情報通信

基盤計画であろうと思いますが、どこかの事業者ありきの対応としか考えられないんです

が、そこについてどのように御答弁されますか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 基本的に議員さんがおっしゃるように、先ほども申し上げまし

たが、竹原の事業者が起業をされたと、それが竹原の市内の事業であって、展開をされる

のが竹原の事業者であるというのは理想的な形であるというのは我々も認識しておりま

す。 

 がしかし、皆様にも御説明をいたしましたけれども、これはあくまでも事業の概要説明

という形での設定でございましたので、一つこの事業が事業運営という形でのＩＲＵ契約

という形で今まで説明をしておりますが、お任せをしていくというふうな中身になるわけ

でございます。 

 この事業は、広島県内及び周辺地及び中国地方を見渡しましても、かなり経営的には非

常に順風満帆という事業ではないということは、多分議員の皆さんも御認識をいただいて

いると思います。その上で、竹原市の事業者としてどういうふうな絡み方ができるのか、

御認識をいただけるのかという説明会をさせていただいたということでございますので、

その点は御理解をいただきたいと思います。 

 それと、決して竹原市以外の周辺事業者の方にその事業をお任せすることありきで進め

ているわけではなく、今から選定プロポーザルによって正式な形で決定手続を行うという

形の中で、竹原の起業された事業者の方は新規でありますので、そのことの説明も含めて
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調整ないし調整作業を進めさせているということでございますので、ひとつその点は御理

解いただきたいというように思います。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） もう日にちがないんですよね。本省締め切りといいますか、交付金

申請書の最終段階は９月３０日ですよね。これは、何度も言いましたけど補正予算なん

で、来年への持ち込みは一切ありません。今年度中に立ち上げて、工事は今から１年かか

ろうが２年かかろうが、２３年７月までにやればいいんですけれども。いよいよ差し迫っ

て、きょうは１６日ですよ。あと半月もない。総務省の、いわゆる中国総通に対して竹原

が、ここでは既に事業採択されたとあるわけですが、採択はされてまだないと思います

が、そういう状況の中で詰めてでも地元と積極的に、地元の立ち上げのためにすべてを傾

注して取り組むべきだと思うんです。 

 私も６月議会で提案しました、総事業費が１３億円、私が提案したのはね。ところが、

今竹原市が出しておる１３億５，９００万円は、総務省が言うところの査定、１５％から

１７％カットしなさいよという金額の中で、１３億５，９００万円になっています。とい

うことは、この事業の本来三原ケーブルテレビが概算で出した１６億５，０００万円に匹

敵するんですよ。査定が必ず入っとるわけですから、総務省からね。その査定が入って１

３億５，９００万円になるんだったら、もっと当初の安い１３億円何がしから１５％、１

７％の査定が入ればもっと安くなる。こういうことをやはり地元と十分に精査して、安く

て、ここにも答弁があるように、安くて利便性がよくて後の運営上も見やすい、そうした

取り組みを今しなくちゃいかんのじゃないかと思います。 

 そこで、例えば査定をされた後の金額が１３億５，９００万円ですけれども、何社から

見積もりをとったんですか。その何社も３社なら３社、具体的に名前を挙げて、その当初

の彼らが言う概算金額が何ぼであったのか、そこを具体的にお答えをいただきたい。 

議長（小坂智徳君） ちょっと待ってくださいね、今資料をしょうるもんで。ゆっくりで

ええよ。 

 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 済みません。見積もりは、市長の冒頭答弁でもさせていただき

ましたとおり、３社見積もりをさせていただいております。１社は採用いたしましたが、

１６億円弱ということです。もう一社は１９億４，０００万円、それからもう一社は２１

億円という内容でございます。 
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 あくまでこの前提は、要望申請当時には竹原市内に事業者がないという形でありますの

で、基本的には周辺自治体からの基盤からの延長による事業計画ということで申請をして

いったという流れがございます。その中での組み立ての価格がこれであったということで

ございます。 

 具体的なその見積もり業者の名前につきましては、今回のかかわりがございますので、

その点は伏せさせていただきたいというふうに思います。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） つまり、議会に対して高額な公共投資にもかかわらず今までそうい

う報告が一切ないわけよね。そういう秘密主義でやると、議会の議決が得られるのかどう

なのかね。今回議会の承認が得られなかった場合どうするのか。そして、１２月に議決を

したとして、そういう総務省に対する年度内、３月３１日までにこのことの最終的なゴー

サインを出さなきゃいかんわけですが、越年ができんわけですから。そうしたときに、今

日にちがないから急いで見やすいところに走るということでは私はいかんと思うんです

よ。 

 今いみじくも言ったように、３社から１６億５，０００万円、１９億４，０００万円、

２１億円何がしだったですね。今の１３億５，９００万円というのはないわけです。です

から、恐らく１６億５，０００万円ぐらいの概算要求の総務省が言うところの査定を１

５、１７％引いたものが１３億５，９００万円になっておるはずですよ。だったら、もっ

とそういうことを議会に公表して理解を得られんとね、これはなかなか抵抗があります

よ。 

 そして、私も東京から急遽お呼びしまして、こうした全国的なケーブルテレビをやって

おるところにお問い合わせをさせていただきました。十分間に合いますと、この１９日に

会合を開いても、この９月３０日までには十分間に合いますと。 

 そして、先ほど部長が言われたように、全く経験がない、竹原市にはないですよね、ケ

ーブルテレビなんか。しかし、今１０万人の都市でも職員５名で運営をしておると、そう

いうところもある。そして、集金体制はまた別ですよ、そういうことが可能ですよと、今

本気に竹原市が立ち上げようとして、本当に総務省からの認可をいただこうとするなら

ば、急いで整理をしなくちゃ、よそに持っていったんでは、例えば２つの自治体が１つの

スタジオで地域ニュースを流すとしたら、三原でやったとしたら、三原には瀬戸田もあ

り、本郷もあり、甲山もあり、大和もあり、竹原もありでは、竹原の何が何分の１放送さ
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れるのか。 

 そして、一番大事な防災等について、このケーブルテレビが異常に大きな力を発揮す

る。ついこの間の新聞ですが、お年寄りがケーブルテレビと接続することによって、都会

の子供たちから、テレビの前に座るだけで健康状態、何々ができるようなシステムが今開

発されたと。そういうことが、もう竹原でも可能なことになってくるという利便性のある

ものを、私は今こそ地元に投げ与えて、例えばそれが当初１億円要るもんであれば、それ

は大手企業に頼んでその後返済ということもできましょうし、あるいは竹原市が１億３，

０００万円出すとすれば、それを前倒してその資本金に入れるとか、いろんな方法は考え

られるわけです。 

 今のような安易な方法で三原に、あるいは東広島に流れていくとすれば、竹原に雇用は

生まれませんよね。そして、料金体系も、竹原独自で今のように６．７％でできる施設

が、今まで莫大な負担を地元がしながらつくったケーブルテレビに入ってしまうと、そこ

の料金体系で取られてしまう。竹原市には、せっかくこうした補助金による新しい事業創

出をしてやろうというメリットを生かすことができない。竹原市民の税金でつくるのに、

加入金、毎月の利用料等は、そこの地域に吸い取られてしまう。それでは、一体全体どう

なるのか。 

 竹原市が独自にケーブルテレビをつくるとすれば、この議会だって家にいながらにして

議会が傍聴できる。壇上でも言いましたように、仁賀のれんげまつりも行ってみたいんじ

ゃがテレビで見えると。あるいは夏祭りを、あるいは５月のいろんな祭りを、花火大会

を、いながらにして竹原市のいろんなことが聴取できる。そういう今絶好のチャンスを市

外の者に渡さんばかりの取り組みはいかんと思いますよ。９月３０日までに最終的な許認

可のリミットが迫っておる中、議会にも報告がないということは、恐らくどっかに依存を

して、そのまま粛々とその枠の中で、プロポーザルも何も要らんのだから任せなさいよ

と、あんたとこでやる資金力があるのか、運営事業体は本当にきちっとできるのかという

ような問題等々について、私はどうしてもトップダウンでしかこれは指示されてないとし

か思えないんですよね。この操作を、この今のコンサルタントを入れて粛々と事業を市が

進めているとするなら、それは総務課長の一存の責任なのか、あるいは市長、副市長の一

存の判断なのか、その点についてお伺いをいたします。 

議長（小坂智徳君） 総務部長、答弁。 

総務部長（胡家亮一君） 答弁でも申し上げておりますけれども、これまで特定会社に決
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めて進めているというわけではございません。あくまでその内容が本市事業の条件にかな

い、有意なものかといったこと、そういったものかどうかということを審査した上で決定

していく必要があるというふうに考えております。 

 今後、プロポーザル方式により、こうした考え方に基づいて総合的に有意性を判断いた

しまして、外部有識者を含む選定委員会において審査するといった手続を踏みまして適切

に選定してまいりたいというふうに考えております。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） だとするなら、事業者により仕様書が異なることから事業者を選定

する、そういうきちっとした建前があるんなら、地元で今立ち上げておるこの会社に、で

きるだけその事業者になっていただくようにもっと詰めていく必要があるんじゃないんで

すか。そして、運営事業者を決めないと、これはＩＲＵ方式でやるということとは違うこ

とになるわけでしょう。その話も一切途切れてしまってる。それで９月３０日に間に合う

んですか。あるいは、総務省の外郭団体である、認めていただけるんですか。あともう数

日しかないんですよ。それで、この膨大な事業が、やみからやみじゃないですが、不透明

なまま決定をするとしたら、恐らく議会は承認をしないと思いますよ。 

 もっと、地元に今組織を立ち上げた、わずかな資本金であるけども立ち上げた、それが

資本金が足りない、あるいは運営のあり方がわからないというのであれば、もっと立派な

コンサルタントを呼んで地元のその新会社を教育をする、育成をする。その中で、竹原に

税金でつくるこの施設のメリットを最大限竹原がとるということにしなきゃいかん。だと

したら、もっともっと竹原市が立ち上げたところが不備があるんなら、その問題点の不備

を指摘をし、資金力なのか技術力なのか人材なのか、あるいはそうした光ファイバーとい

う特別な事業のあり方について指導がきちっとされなきゃいかんじゃないですか。それ

で、９月３０日に本申請の締め切りに間に合わすということは至難のわざでしょう。明ら

かに、地元のそうした立ち上げた会社を放置したまま、無視したまま進めようとしている

こと以外に考えられんじゃないですか。どのようにお考えでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 地元の起業された事業者の方とは、十分連絡をとりながら連携

をとらせていただいております。その上で実現可能な方法についてどういう道があるのか

ということを含めて、協議を今まさに進めさせていただいておるところでございますの

で、その点は御理解いただきたいと思います。 
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議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） ですから、プロポーザルの実施のための選定委員会というのを竹原

市が立ち上げるわけですから、この公設民営ですから、公設のための選定委員会というも

のを設定されておるのかどうなのか。選定委員会の選定基準はどのようにされておるの

か。だから、今地元と十分相談しとるんよと言うんなら、それがどういう選定委員会にお

いて、１３億円何がしかの事業を進める選定委員会の基準をどのようにされているのか、

その点もお伺いをいたします。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 冒頭の答弁で申し上げましたとおり、運営事業者の選定に当た

りましては、サービスの高品質、低価格の提供、それから初期投資費用やランニングコス

トなどの行政の財政負担を低く抑えられると、それから安定的な保守管理体制、また方法

などが示されるかどうかなどなどが要件ということにはなると思います。 

 これらを審査をするには、当然この事業は、本市が県内においても全国的においても初

めて始めることではございませんので、多くの事例がございまして、そのような中で本市

にとって有益な事業者というものが選定されるというようなことでございます。メンバー

につきましては個人名は控えさせていただきますが、関係の有識者の方を５名ほど選定を

いたしまして、最終的に審査を行うというような形で考えております。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） 今言ったのが、９月３０日を過ぎてもまだ猶予期間があるんよとい

うんなら別ですが、あくまでも総務省の中国地方の出先機関中国総通に対してこれこれの

営業主体、運営事業者によってこういうことをやりますよ、最終的な申請ですよというこ

とになるわけじゃから、非常に時間がないということになりますよね。ですから、そこら

が本気で立ち上げるためにほんまに夜も寝ずに、このわずかなあと十何日間ですが、地元

と十分協議をして、何度も言うようですが地元にやっぱり落としていただきたい。そし

て、その地元は、さらに今の資本ではだめでしょうから、当然いろいろな事業者、竹原市

民、地元企業、いろんな方に呼びかけて、恐らく増資もしながら、それは必ずやり抜くと

思いますよ。そういう点がまず前提でなけりゃいかんと思います。 

 すべての事業において当初から実績のある企業はないわけでありまして、市は竹原市内

の企業が地元活性化のために、事業対応するのを実績がないだけの理由で求めないではい

けません。あくまでも、今回の事業は、竹原市の住民、竹原市、地元企業にとって、地域
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の活性化及びまちづくりの実施を実施する上で必要不可欠なものであるとの判断をいたし

ます。そのために、住民、地元企業の賛同を得た状態で対応するのが一番いい方法であ

り、地元の雇用を初め永続的に市民のための設備であるべきだと思いますが、その内容を

よく理解いただいて、あくまでも公明正大な、そして地元にお金が落ちる方法ということ

で取り組んでいただきたいと思います。その点についてはどうでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 先ほども申し上げましたとおり、地元の企業の起業をされた皆

様、地元で起業をされた事業者が、どういう要件で、どういうかかわりで、どういうふう

な事業実現ができるのかということを含めて現在調整させていただいているところでござ

います。 

 当然ではありますが、この事業を実施することによって竹原市に経済効果、波及効果が

ないと、これはこの原資となります国の緊急経済対策の趣旨、目的というものにもかかわ

ってまいりますので、どういう形になるかということは最終決定ということであります

が、いずれにしてもそういうものを目指してこの事業は進めさせていただきたいというふ

うに考えております。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） ですから、近いうちに臨時議会を開いてでも、早急にやっぱり、今

回提出議案の中にこのことの承認事項は入っておりませんから、少なくとも早い時期に、

例えば３０日に総務省からの竹原市の認可がおりるとすれば、今こういう事業決定と書い

てあるんですが、最後の総務省のものをクリアしないと承認にはならないと思うんです

が、そういうことを十分に受け取っていただいて、このわずかな期間に地元と本当にひざ

を交えてやっていただきたい。 

 今、竹原市には２０を超える難視聴地域があります。ほとんどがこのケーブルテレビは

接続すると思います。ケーブルテレビを経由しないとデジタル放送もＢＳも入りませんか

ら、当然ケーブルテレビとの接続が条件でありますから、そうするとそれは約２，０００

軒あるんですよね。そうすると、もう２，０００軒は確実に入ると。その上に、新たに今

の１キロ四方の中心部だけの光でなしに、募集すれば非常にたくさんの加入者が入る、そ

の加入料と、そして使用料をうまくやっていけばこれは十分採算は合うと。それはシミュ

レーションをした中にもあります。 

 私が前回の議会で出させていただきましたスタジオあるいはセンター設備、路線設備、
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ヘッドエンド装置、受信転移設備、それらのものを全部システム構築費概算を前６月議会

に出させていただきましたが、それが１３億５，７００万円ですからね。それから、１

５、１７％の総務省の査定が入ったとしたら１１億円何がしでできる、こういう、これは

どっから出したんかと、じゃったらそこへも問い合わせをしてみるとか、そして少なくと

も、何回も言いますが、運営事業者を竹原に持ってくるということに取り組んでいただき

たいと思います。 

 それでは、３点目の問題に入りたいと思います。 

 壇上で申し上げましたけれども、非常に昨今の異常気象によって集中的な豪雨が発生を

しております。過去にも、終戦後間なしに賀茂川が決壊するということがありましたけれ

ども、ここで質問したいのは、公共施設の中に非常に危険区域の中にある建物が何軒あっ

て、避難場所とされておるところが危険箇所であるところもあると。答弁にもあるわけで

すが、そういうところの住民合意が十分なされておるのかどうなのか。 

 そして、公共施設の中で、国が作成を義務づけている風水害の対処計画をつくっていな

いところがある。今回の山口の場合、あの養護老人ホームがつくっていなかったというこ

とで、非常に大きな７人という犠牲者を生むことになったわけですが、そうしたものが竹

原の現状の中でどこまで整理をされておるのかということです。そこの整理がされてない

と、例えば訓練を、今答弁では図上訓練をやっておると。実際に住民を動かして、家から

出させてどのようなルートで避難場所に行くんかということはない。今本来間違った形で

協働のまちづくり、協働のまちづくりという表現をしょうるんですが、これこそが協働の

まちづくりでね。きちっとやはり、こうした過去の悪い災害の事例を竹原で二度と起こさ

ないということが必要だろうと思うんですね。 

 今、竹原の上条あるいは宮原地区、あるいは東野地区、雨が降るとごろごろごろごろ岩

が崩れてくる音がして眠れないんですという家がもう何軒も聞かれるわけですが、そうい

うとこの対応が、そこに集中的豪雨が来たときにああした大きな被害、あるいは賀茂川が

決壊をするということも想定をした、いろんなやっぱりシミュレーションを起こした取り

組みが必要であろうと思うんですが、国が作成を義務づけた風水害の対処計画をつくって

いないところが公共施設の中にどれぐらいあって、その対応はどのようにされているの

か、まずお聞きをいたします。 

議長（小坂智徳君） この際、会議時間を延長いたしておきます。〔午後３時４９分〕 

（総務課長今榮敏彦君「要援護施設ですか」と呼ぶ） 
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 ７番。 

７番（宗政信之君） いやいやいや。養護施設もそうですが病院もそうですし、いろんな

公共施設の中に対処計画をつくっていないところとかがどのようにあるのか。あるいは、

今までの教訓を全く間接的な経験として生かしてないのかということですよ。例えば、佐

用川のはんらんのときも、県の方針によって避難を出したときには既にはんらんをしてお

ったと。これは新聞でもテレビでも報道されたとこですよ。 

 ほいじゃあ、県は先ほどの建設産業部長の答弁ではないですが、市役所の屋上にある水

量計だけで、ああまだええよという判断をした。実は、山にぶち当たった雨雲が一気に仁

賀なり新庄なり田万里なりに集中的に豪雨が降ったと。この間の防府でもそうですが、時

間的に見ると赤い筋が異様にそこだけをずうっと行っておると。そういう偶然が重なって

大水害というのは起こるわけで、そういうことを想定したときに、一律に避難勧告を出し

ておったんではもうだめだということがいっつも言われとるんですね、この間からのずう

っと災害の中で。そういうことも踏まえて、対処計画をきちんと義務づけをされておるは

ずですが、そういうところがどの程度あって、どういう対応をされているのかお伺いいた

します。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） いわゆる議員さんがおっしゃる公共施設っていうのは幅が広い

ものですから、ちょっと私のほうで説明をさせていただきます。いわゆる公共施設と言わ

せていただきますが、防災計画なる計画が、例えば消防法で定められた消防計画でありま

すとか、さまざま求められるものがございます。実は、消防計画等につきましては、基本

的に多く集まるそういう施設については、割と綿密に策定されておられるのが実情でござ

います。避難を含む防災計画というものが十分定められているかと言いますと、防災台

帳、避難台帳というようなものが定められているところもございますが、避難訓練を実施

をするというふうなことは複数の施設であるようでございますが、議員御指摘の部分につ

いて十分なされているかということになりますと、まだ不十分であるというふうなことが

今回調べました結果ではあったような状況でございます。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） ですから、壇上で言いましたように、各自治体において過去に被害

があったようなところは、特に治山・治水アクションプログラムを具体的につくって、避

難箇所から避難経路から、そしてだれだれさんのとこへはどのような対応をしようと、ど
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こどこの施設にはどれぐらいの人数が駆け込めるとか、行政だけでなくてそういうアクシ

ョンプログラムをどうつくるのか。 

 そして、行動指南型からも集中的になんですが、それをどのように形成した上で、極端

な話、田万里ばっかり集中的に雨が降りょうるよと。そうすると、あそこの下流のどこど

こにどういうふうな避難指示を出すよということの、いわゆる一律で、例えば竹原市の先

ほどの建設産業部長じゃないですが、の上だけの雨水を見ようたんでは今回の佐用町のよ

うなことが起きるし、山口県の防府の養護老人ホームのようなことも起きる。そういうこ

とがないように、最大限のやっぱり集中的な行動指南型のハザードマップというんですか

ね。そういうものが今求められると思うんですね。 

 特に、竹原というのは雨が降るとしょっちゅうどっかが必ず崩れとると。それがちょっ

と大きな形になると、その谷全部が、いわゆる山口県防府のような集中土砂災害になる。

ですから、よその経験を最大限生かしていくような取り組みを、そしてよその治山・治水

アクションプログラムであるとか、行動指南型のハザードマップであるとかというものに

ついて、やはり出向いてでもそういう資料を取り寄せて、そして危険箇所についての整

理、そして公共施設がある危険地域の公共施設、あるいは避難箇所に危険地域があるよと

いうことについての見直しを、やはり早急に取り組まなくてはならんのじゃないかと思う

んですが、その点にはどのようにお考えでしょうか。 

議長（小坂智徳君） 総務課長、答弁。 

総務課長（今榮敏彦君） 御説明のとおり、今日の災害はこのたびの竹原市における豪雨

においても、特に吉名町だけがたくさん降るとか、そういう異常な降雨状況でありまし

た。がゆえに、今竹原市において地域防災計画に定める避難の一定の基準はございます

が、これが一律にじゃあ適用できるかどうかということになると、なかなか難しい問題が

ございます。特に、今回山口県の災害がございまして、いわゆる災害弱者の方への対応と

いうものが県、国のほうからも厳しく求められてきているところでございます。 

 御指摘のありました他市の先進事例等を踏まえまして、本市においても基本的に本年防

災の推進として取り組むこととしております自主防災組織の設立等の促進、それからその

中心となるリーダー養成、防災士の育成などとあわせまして、地域の方々と一緒に取り組

みたいというふうに考えているところでございます。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） それから、壇上でも述べたんですが、賀茂川上流に局地的な大豪雨
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が来たときにははんらんする危険性が極めて高いんですが、いよいよ台風シーズンになる

中で、やはり賀茂川のしゅんせつというものが毎年のごとくおくれおくれなんよね。それ

で、今ではもう２メーターから３メーター堆積しておって、その上に雑草が繁茂しておる

というようなことで極めて危険な状態。あそこに今集中豪雨が来たら、恐らくまた前回の

平成１３年ですか、１４年ですか、あのときの二の舞で……。 

（「１１年です」と呼ぶ者あり） 

 １１年ですか。あのときの賀茂川がいよいよはんらんというような状況がわしは来ると

思うんですが、もうちょっと、竹原市は天井川でありますんで、あそこらについてやはり

きちんと県に河川のしゅんせつは定期的にやっぱりやっとかんと。あのときあのとき、そ

のとき失敗すれば、もう大災害になるということが一つ。 

 それともう一件は、もとの谷本採石の跡地が、大雨のたびに莫大な量が崩落をし続けて

おるんよね。それで、あの山の持ち主が、もういよいよわしのとこまで来たんじゃと。そ

して、これが落ちて、もし通行しょうる車にでも当たって、人災あるいは死亡事故になっ

たときにはわしの責任になるんですかの、どうですかのというて来られたんですが、あれ

もいつまでもあんな急峻ながけのままいつまでもほうっとくというのはどうなのかな。そ

うすると、あっこもそれこそ１０億円単位の、恐らく国によるんか県によるんか、改修と

なると大変なことになるけれども、あの状態も大雨のときは莫大な量が落ちるよね。下に

池があったんです。もうあれも完全につぶれてしまって、この間乗り越えて入ってみたん

ですが、もう異常な岩石ですよ。ですから、そういうものもやはり竹原市の大きな荷台、

どういうんですかね、災害の要素がそこにあるんで、どのようにやっぱり取り組むのかと

いうことを。 

 この２つについてどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。 

議長（小坂智徳君） 建設産業部長、答弁。 

建設産業部長（三好晶伸君） さまざまな自然災害、本当この最近起こっております。賀

茂川については平成１１年に、たしか時間は夕方、継続的に降っていた雨の中で、４時か

ら５時ぐらいだったと思いますね。時間雨量が５０ミリ近く来たと。それで、もうこれは

時間の問題で決壊するんではないかと、サイレンを鳴らすところまで準備はした記憶はあ

ります。こういった本当に予期せぬ異常な天然現象というものが、この近年雨だけでな

く、高潮においても異常な高潮を記録いたしました。今後においても、気象庁あたりの話

では、ことしは特にエルニーニョ現象による影響から、今後においても台風の時期がずれ
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てくるんじゃないかとか、高潮の状況がもっともっと冬時期にも入ってくるんじゃなかろ

うかとか、いろんな異常なそういったお話を伺っております。 

 そういう中で、賀茂川については定期的には３年に１回、多いところについてはしゅん

せつを行うということになっております。今御指摘がございました。また、いろいろ調査

をして、本当必要なところについては３年に１度ということじゃなしに、県のほうへ要望

して、局部的なしゅんせつについても実施ができるようにお願いしていきたいと思いま

す。 

 それから、採石場の跡地については、これは本当我々も民間におけるこういった事業で

ございまして、もう迷惑千万でございます。それで、そのまま逃げちゃったというような

状況でございますが、そうはいっても市民の生命、安全・安心については行政が責任がな

いわけではないという観点で、先日も消防と一緒に現地へ視察に行きました。いろんな状

況がございます。すべて民地でございますので、なかなか行政が勝手なことはできません

が、ただその土地の所有者との話、あるいは私この間現地を見た中では、竹原病院の付近

には、新たな造成をされて、家屋も相当建っておりました。そこらあたり、ちょっと背後

地を見る限りは、急傾斜地事業、あるいは治山の防災、ここらあたりが該当するんではな

いかなというようなちょっと思いもあったもんで、そこらについて県のほうとももう調整

に入っております。 

 しかし、今の崩れたところの下にある池、あるいはあそこの広いところですよね。あれ

へ向いて、これから早急に大がかりな工事ができるかということになると、これはなかな

か難しいと思います。実際現地へ行ってみましても、岩盤でございますので、急激な大き

な崩壊ということにはつながらんとは思います。ただ、ぽろぽろとした落石ですね。これ

はこれからもあると思いますので、そこらの安全については現地の動向、状況を注視しな

がら、もし行政でできることがあれば、維持管理に努めていきたいというように考えてお

ります。 

議長（小坂智徳君） ７番。 

７番（宗政信之君） 非常に危険な箇所が多い竹原市でありますんで、結果として後、あ

のときにこうしておけばよかったということのないように、そして公共施設の中で危険地

域に入っている公共施設についてはどのようにしていくのか。そして、避難箇所が危険地

域にある、そういうところは思い切って避難箇所を変えるとか、いろんなやっぱり対応が

今求められるんじゃないかなと思います。 
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 どっちにしても、先ほど建設産業部長が言われましたように、異常なエルニーニョ現象

なのか知りませんけれども、皆ほとんどの災害は、７０、８０の人が、生まれて初めてこ

ういうのを見た、こういう経験をしたというような異常気象が発生をしておりますので、

十分そういうことを加味した上で防災対策を、今までのような絵にかいたような防災マニ

ュアルでなしに、やはりきちっとしたものにしていただきたいということを申し上げて一

般質問を終わります。 

議長（小坂智徳君） 以上をもって宗政信之君の一般質問を終結いたします。 

 明９月１７日午前１０時より会議を再開することとし、本日はこれにて散会いたしま

す。 

              午後４時１０分 散会 

 


